
令和７年度第２回長久手市社会教育委員会　次第 

 
令和７年１２月２２日（月）　 
午後３時００分から 
長久手市役所　会議室E,F 

１　あいさつ 

 

 

２　議　題 

⑴　令和７年度の事業進捗（１１月末まで）について 

　　ア　みどりの推進課　平成こども塾【資料１】 

 

　　イ　生涯学習課 

　　　(ｱ)　事業係・施設係【資料２】 

 

　　　(ｲ)　文化財係【資料３】 

 

　　(ｳ)　スポーツ係【資料４】 

 

　ウ　事業総点検の結果について【資料５】 

 

　⑵　生涯学習プランの原案について【資料６】 

 

　⑶　ながくて・学び・アイ講座の要綱改正及び令和８年度講師募集要項について【資料７】 

　 

 

３　その他 

　⑴　社会教育委員の公募募集について【資料８】 

 

⑵　令和８年度社会教育関係の各種大会予定について【資料９】 



長久手市社会教育委員　名簿

任　期：令和６年４月１日～令和８年３月31日 令和７年１２月２２日時点

氏 名 区 分
在職
年数

備 考

1
み や し た し ほ

宮 下 志 保
学校教育の関係者(長久手小学校長）
(長久手市立小中学校校長会推薦)

0年

2
む ら た け い こ

村 田 恵 子
社会教育の関係者
(長久手市文化協会推薦)

１年

3
い ま い み き

今 井 美 紀
社会教育の関係者
(長久手市スポーツ協会推薦）

1年

4
ま る や ま と も こ

丸 山 倫 子
社会教育の関係者
(長久手市レクリーション協会推薦）

0年

5
た ば た か よ こ

田 端 香 代 子
家庭教育の向上に資する活動を行うもの
（子育て支援ネットながくて代表）

7年

6
い と う お さ み

伊 東 修 実
学識経験者
（元小学校教頭）

3年

7
う え は ら な お と

上 原 直 人
学識経験者
（名古屋工業大学　教授）

1年

8
し ら は ま れ い な

白 濵 玲 菜 公募 1年

9
の ぐ ち も も こ

野 口 桃 江 公募 1年



 

  

 

令和７年度長久手市平成こども塾事業中間報告 

令和７年９月末現在 

 

 

１　平成こども塾体験学習事業プログラム実施状況（令和７年４月～９月分） 

 
プロ

グラ

ム名

講座名
開催日及び

実施回数

参加者人数

内容  子ども 

［小中学生］
大人 合計

 

学校連

携事業

飯盒炊さん

とカレーラ

イス作り、

ピザ作りと

モルック

５/２0

（火）はじ

め 

　２５回 

(３０)

７５２　 

(９０９）

５８ 

（７４）

８１０ 

（９８３）

焚き火の熾し

方や飯盒での

ご飯の炊き方

などを身につ

ける他

 

専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム

暮らしの道

具作りと料

理教室

６/１5 
（日） 
はじめ 

３回 

(３)

５９ 

（５５）

４５ 

（４９）

１０４ 

（１０４）

牛の革にポン

チで穴あけ

し、革紐をあ

んでボトルホ

ルダーを作っ

た
 

里山生きも

の探検隊

　６/14

（土） 
はじめ 

４回 

（４）

３９　　　　

（７１）

３９ 

（５９）

７８ 

（１３０）

ミニビオトー

プ 講 座 と 実

践、昆虫標本

作り、肉食昆

虫について座

学とフィール

ドワーク他
 

平　

成　

こ　

ど　

も　

塾　

サ　

ポ　

ー　

ト　

食

と

農 

班

こどもファ

ーム

4/６（土） 
はじめ 

２３回 

(２５)

４４１　　　

（５３３） 
２７２ 

（３４５）

７１３ 

(８７８）

畝作り、タケ

ノコ掘、野菜

の苗植え・手

入れ・収穫と

草取り、夏野

菜クッキング

他
 

自　

然　

観　

察･

体　

験　

班

カブトム

シ幼虫探

しと観察

箱作り、

ホタル観

察他

4/１９

(土） 
はじめ 

８回 

(８)

９１ 

（１１５）

８５ 

（１００）

１７６ 

（２１５）

堆肥や腐葉土

を掘り起こし

カブトムシの

幼虫を探し観

察箱を手作

り、春に放流

したホタルの

夜間観察会他

【資料１】



 

  

 

※ 表中の各欄の上段は令和７年度、下段(　)書きは令和６年度同時期の数値。 

※ 「増減」欄は、令和７年度から令和６年度を差し引いた数値。 

※　サポート隊員等のスタッフや学校連携プログラムでの講師は含まない。 

※　サポート隊自主プログラムのうち、平成こども塾プログラムの運営支援分を除く。　 

 

　＊令和７年度（4月～９月期）の特筆すべきプログラムとして、昨年度に引き続き友好都

市である長野県南木曽町と協働で「夏の南木曽で魚とり」を開催。当日は雨天であった

ため南木曽町の子ども達と共にプールに入って交流。自分で魚を捕まえ、身をさばき、

命の大切さを知った。水源である水の上流域の役割と主要産業である林業について学ん

だ。　 

８/７（木）　参加者数：子ども１９人、大人１５人　計３４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

隊　

プ　

ロ　

グ　

ラ　

ム

創

作

班

ハリガネ

アート、

竹の水で

っぽう作

り他

4/6 (日） 
はじめ 

１２回 

(１４)

１４０ 

（１９０）

１１９ 

（１６６）

２５９ 

（３５６）

針金を自由に

折り曲げて作

品を作る、異

なる種類の竹

を使って水鉄

砲を作って遊

ぶ他

 
書道・さ

し絵講習

会

4/１3 

(日） 
はじめ 

３回 

(３)

５３ 

（５３）

４４ 

（４６）

９７ 

（９９）

各回のテーマ

に従って習字

をし、はがき

にさし絵を描

く
 

サ
ポ
ー
ト
隊 

自
主
プ
ロ
グ
ラ
ム

大人向け工

作作教室

　

7/13(日） 

　１回 

　(１)

０ 

（０）

８ 

（１２）

８ 

（１２）

大人対象で電

動工具や小刀

等を用いて竹

を材料にした

日用品作り
 

こども

塾プロ

グラム

里山散策、

介助犬を知

ろう、夏の

南木曽で魚

とり他

６/1（日） 
はじめ 

５回 

(５)

６０ 

（６４)

５２ 

（５３)

１１２ 

（１１７）

里山散策会、

介助犬育成施

設と協働し補

助犬について

理解を深める

他
 

計
９０ 

（９５）

１，７０４ 

(１、９２４)

７１４ 

(８５５)

２，４１８ 

(２，７７９)

 

 
増　減 △５ △２２０　　△１４１ △３６１



 

  

 

２　広報関係 

　　　⑴　こども塾だより（プログラムの案内、活動の様子を掲載、毎月発行） 

　　　　ア　市内小学校、市内公共施設への配布並びに運営委員、サポート隊員及びマスコミ

等へ郵送 

５月号（４月下旬発行）　　  ３，９６０部発行 

６月号（５月下旬発行）以降　  　７２０部発行(市立児童館６館等への配布開始) 

イ　市ホームページへの掲載 

　　　⑵　きずなネットスマートフォンでイベント情報を見ることができるアプリ。こども塾

だより発行毎に更新中。 

⑶　プログラム申込み受付のデジタル化 

こども塾だよりにＱＲコードを掲載し、市のホームページへ誘導し申込みフォーム

から申し込み。抽選後にEメールで結果通知。 

　　　 

３　平成こども塾利用状況（令和７年4月～９月分） 

※ 表中の各欄の上段は令和７年度、下段()は令和６年度同時期の数値。 

※ 「増減」欄は、令和７年度から令和６年度を差し引いた数値。 

※　月別プログラムの参加者数についてサポート隊員等のスタッフや学校連携プログラムでの参加者は含

まない。 

 

 

 

 

月
開館日数

（日）

入館者数（人） 
（※プログラム参加者と

実施者及びその準備者を

含む全ての人数）

月別プログラムの数及び参加者数
 プログラム数

(件)
参加者数(人)

 
４

２６ 

(２５)

４２５ 

(４４６)

９ 

(９)

２３５ 

(２９３)
 

５
２４ 

(２７)

７４５ 

(７８５)

１７ 

(１７)

４８８ 

(４９９)
 

６
２５ 

(２５)

９８１ 

(１,１６１)

２４ 

(２９)

７０６ 

(８３５)
 

７
２７ 

(２６)

５２０ 

(６６１)

１２ 

(１５)

３１９ 

(４７４)
 

８
２７ 

(２７)

５０４ 

(４７９)

１３ 

(１２)

３２６ 

(２９９)
 

９
２５ 

(２５)

４９９ 

(６２５)

１４ 

(１３)

３３２ 

(３８６)
 

計
１５４  

(１５５)

  ３，６７４ 

(４，１５７)

　　８９ 

(９５)

　　２，４０６ 

(２，７８６)
 

増減 △１ △４８３ △６ △３８０



 

  

 

　４　学校連携講師及びサポート隊ボランティア  

　　ボランティア組織や学校連携講師を努める団体の若返りを図り、より多く

の人に平成こども塾を知ってもらい、新規加入を促している。　  

 

 ５　周辺里山整備等 

       ⑴　　竹林整備 

　　　　　 平成こども塾サポート隊等で適宜、工作材料や燃料とする竹の刈取りを行っている。 

　　　　　・予定１１／８(土)　こどもファームのプログラムの一環で実施 

⑵　　木望の森他 

周辺地域で活動している団体の「ながくて里山クラブ」は、定期的に平成こども塾

隣接の木望の森（みどりの推進課による委託業務）や周辺の里山整備を行っている。 

　　⑶　　その他 

　　　　　みどりの推進課大学連携事業（愛知学院大）　 

　　　　　里山基本計画について市職員が講義する連携事業の一環で、学生グループが里山

の魅力を発信するため、フェザースティック作りと炉での飯盒炊さん、ジビエ肉試

食の里山防災サバイバルを開催。 

ワンデイキャンプ～里山防災サバイバル～ 

７／１９（土）　参加者数：　　子ども２人、大人２人　計４人　　大学スタッフ６人 

 

６ 長久手版プレーパーク事業 

運営団体支援 

令和４年度から、プレーパークを運営したいという市民団体（現プレパながくて）が、

おためしプレーパークを実施している。 

・プレパながくての開催支援、会場使用無償提供 

令和７年５/　６　　　　　　参加者：未就学児含む子ども１７人、大人１３人   

６/２９　　　　　　参加者：未就学児含む子ども２９人、大人２１人　 

　　　　　７/２９　　　　　　参加者：未就学児含む子ども１３人、大人　９人



 

 

令和７年度　事業係事業進捗状況  

 

　令和７年度生涯学 習事業は、第２次 長久手市生涯学習 基本構想に定め

る基本理念に基づい て、「みんなでつ くろう！　楽しく 学びあい　人が

つながる　輝くまち 」を実現していく ために、市民や市 民団体が主体と

なった事業を推進していきます。  

 

　主要事業  

　生涯学習推進事業  

⑴　ながくて・学び・アイ講座  

 

　　９月（７月募集）　　　成立数：３講座中３講座  

　　・布で花をつくる（チューリップ）　　　参加者５人  

　　・メディカルアロマでスキンケア　　　　参加者８人  

　　・広報・PRが上手くいくコツ　　　　　　参加者７人  

 

　　１０月（８月募集）　　成立数：２講座中２講座  

　　・ぬか床造り体験学習　　　　　　　　　参加者２１人  

　　・知って得するマネーの基礎知識　　　　参加者５人  

 

　　１１月（９月募集）　　成立数：２講座中１講座  

　　・はじめてさわる生成AI　　　　　　　　参加者１３人  

 

　　１２月（１０月募集）　成立数：２講座中１講座  

　　・わくわく！はじめての社交ダンス！　　参加者９人（予定）  

 

　　１月（１１月募集）　　成立数：１講座中１講座  

　　　 ・ Canvaでつくるチラシデザイン講座　　 参加者１２人（予定）  

　　　  

　　　　　　２月（１２月募集）  

      ・なかよし！親子でプレバレエ  

　　　 ・貴方の乳房は大丈夫ですか？  

 

⑵　生涯学習講座  

 

　　７～８月　プロ棋士羽根ファミリーの家族で囲碁講座～入門編～
全５回  

　　参加者　　２３組３８人  

　　  

 

 

 

 

 

 

資料２



 

 

令和７年度　事業係事業報告　　　　　 

１　社会教育委員 

　⑴　社会教育委員会 

　 

⑵　研修会等（事業係のみ記載・市諸行事は除く） 

 

 

 月　　日 内　　容 場　　所

 

１ ７月９日（水）
令和６年度の事業報告及び 

令和７年度の事業方針について

な が く て エ コ

ハウス 

多目的室

 

２ １２月２２日（月）

・令和７年度事業の進捗状況につい

て 

・生涯学習プランの原案について 

・ながくて・学び・アイ講座の要綱

改正及び令和８年度講師募集要項に

ついて

長久手市役所 

会議室棟 

会議室D,F

 月　　日 内　　容 場　　所
 

１ ５月２１日（水）
第１回愛日社会教育担当者連絡会  

○令和６年度報告・７年度計画
愛知県三の丸庁舎

 
２ ５月２７日（火）

第１回尾張地区家庭教育推進協議

会 

○委員の委嘱について、情報交換

愛知県三の丸庁舎

 
３ ５月２８日（水）

令和７年度愛知県社会教育委員連

絡協議会評議会及び総会  

○令和６年度報告・７年度計画

安城市 

へきしんギャラク

シープラザ
 

４ ６月３日（火）

令和７年度愛知県公民館連合会総

会  

○令和６年度報告・７年度計画

安城市 

へきしんギャラク

シープラザ
 

５ ９月５日（金）
人権教育指導者研修会 

(中央研修会)

愛知県 

歯科医師会館

 
６ ９月１７日（水）

尾張地区拡大家庭教育推進協議会

（第２回協議会） 

○表彰、情報交換

愛知県 

三の丸庁舎

 
７

 

１ ０ 月 １ ０ 日 （ 金 ）

 

令和７年度愛日地区人権教育指導

者研修会

長久手市 

中央図書館



 

 

２ 生涯学習推進事業 

⑴　学習講座事業 

ア 生涯学習講座 

　イ 学び・アイ講座 

 
講　座　名 日時・場所

回

数

参加者(定

員)
講　師 内　　　容

 
プロ棋士羽根

ファミリーの

家族で囲碁講

座～入門編～

７月２９日(火)、３０日

(水)、８月１日(金)、５

日（火）、６日（水） 
１８：３０～２０：００ 
長久手市公民館学習室

１、２

５

２３組 

３８人 
（定員３０

人）

羽根　泰正 

羽根　しげ子 

羽根　彩夏 

九星会（サブ講

師）

夏 休 み に 家 族

で 囲 碁 を 学

び 、 最 後 ま で

打 て る よ う に

目指す。

 
講　座　名 日　時

参加者 

（定員）
講　師 内　容

 
布で花を作る（チュ

ーリップ）

９月１２日（金）　

１９：００～

5 

(10)
野田真梨

色染、カットされた布を貼り合わ

せてコテを使用し、チューリップ

を完成させます。

 

メディカルアロマ

でスキンケア

９月２７（土） 

１０：００～

8 

(14)
岩野藍美

メディカルアロマとは何か学

び心と体の状態に合わせたア

ロマを選んで化粧水を作りま

しょう。

 

広報・PRが上手く

いくコツ

９月２７（土）

１３：３０～

7 

(40)

みんなの運

動部　成瀬

活動の広報やPRをしたい！一

緒に活動する仲間を作りた

い！イベント参加者を増やし

たい方向けの講座です。

 
ぬか床造り体験学

習

１０月８（水）

１４：００～

21 

(20)
中野弘毅

昔ながらの手間をかけた漬物

造りの講義と腸内環境を整え

免疫力を高める為のぬか床造

り体験学習です。

 
知って得するマネ

ーの基礎知識

１０月２６

（日）１０：３

０～

5 

(40)
河田貢

NISA、 ideco、生命保険、自

治体の給付金・助成金の概要

を知り、安全に賢く活用しま

しょう。
 

ハッピーママとベ

ビー親子 スキン

シップ整膚

１１月６日

（木）１０：０

０～

- 

(10)
荒川有香

ママの指で優しくつまんで目

と目を合わせて語りかけなが

ら親子のふれあいで絆を深め

ましょう

 

はじめてさわる生

成AI

１１月１７日

（月）１０：０

０～

13 

(15)
山本宗由

ChatGPTを使って、グループ

で簡単なゲームをしながら生

成AIの使い方を学びます。



 

 

※講座名網掛けが開講した講座及び開講予定の講座。 

※１４講座選定ののち、１講座辞退の申し出があり、１講座は受講生募集までに講座内容の調整が間に合

わず中止とした。 

 

　ウ　サ－クルの発足　（11月末現在）0サークル 

 

⑵ 生涯学習情報提供事業 

ア　生涯学習情報誌の発行 

令和７年度前期版 

印刷部数：１，５００部 

イ　生涯学習講師人材バンクリストの作成 

各種分野の講師を掲載したリストを作成し、市内公共施設や各種団体、大学、小中学校等での活用

を目的に、市ホームページへの掲載などの周知を行う。 

　　　登録人数：２１４人/登録件数２４６件(１１月末日現在) 

　　　ホームページへの掲載：登録ごとに随時更新 

(3) 学校施設開放事業 

　　文化芸術に関する活動で使用する場合、多目的室（北小学校）を市民に開放 

開放曜日:土曜日 

　　開放時間:9:00～11:30、12:00～14:30、14:30～17:00  

利用人数:0件 

 

 

わくわく！はじめ

ての社交ダンス！

１２月９日

（火）１０：３

０～

9 

(20) 

※予定

佐野智一

ダンスは音楽に合わせてパー

トナーと踊ります。無理のな

い運動量で生涯学習には最適

です。

 

戦後８０年、戦争

体験手記を朗読し

てみよう

１２月１３日

（土）１０：０

０～

- 

(10)

満蒙開拓を

語り継ぐ手

記朗読プロ

ジ ェ ク ト　　

菅谷瑞恵

愛知県内の戦争体験者の綴っ

た手記をテキストとして取り

上げ、皆で文書を読み解き、

声に出して朗読します。

 
Canvaで つ く る チ

ラシデザイン講座

１月２８日

（水）１０：３

０～

12 

(15) 

※予定

販促デザイ

ナーまえだ

ゆかこ

プロのデザイナーと一緒にチ

ラシを作る基本を学びます。

手軽なCanvaを使って楽しみ

ながら製作します。
 

なかよし！親子で

プレバレエ

２月１５日

（日）１０：０

０～

(10) 佐野和美

子どもにバレエを習わせたい

けど、分からないことがたく

さん。一緒に経験することで

成長を分かち合えます！
 

乳房の健康チェッ

ク、貴女はしてい

ますか？

２月１５日

（日）１４：０

０～

(14)
長谷川よし

江

乳房の事、どれ程知っていま

すか？日頃から自分の乳房に

関心を持ち、知る事で、病気

は早く見付けられます。



 

 

 

３　公民館運営事業 

令和７年度利用状況　　　　　　　　　　　差＝令和６年度との差 

※参議院議員通常選挙の投票目的で来館した人数は含んでいません。 

 

令和６年度利用状況 

 

 

４ 二十歳の集い事業 

　(1)　二十歳の集い 

日時：令和８年１月１１日(日) 　 

受付：午前１０時から午前１０時３０分まで 

式典開始：午前１０時３０分から午前１１時１０分まで 

場所：愛・地球博記念公園内体育館 

内容：式典 

対象者：平成１７年４月２日～平成１８年４月１日生まれ　７８３人 

　(2)　二十歳の集い実行委員会 

　　ア　実行委員 

実行委員１２人（長久手中学校４人、南中学校５人、北中学校３人） 

　　イ　実行委員会 

二十歳の集い実行委員会（全５回）９月25日､10月30日､11月20日､12月18日、１月下旬 

 
月

研修室 講義室 教養会議室 和風会議室 学習室１ 学習室２
 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人
 ４ 52 1,493 32 376 27 154 31 182 38 455 37 396
 ５ 49 1,580 28 309 31 185 33 200 35 434 38 402

 ６ 42 1,543 26 614 25 507 29 282 32 729 37 729

 ７ 29 326 23 13 25 77 30 51 26 580 26 580

 ８ 34 1,076 27 286 32 259 29 141 30 343 22 298

 ９ 45 1,342 30 325 30 271 37 234 28 510 50 560

 10 52 1,663 37 460 31 218 29 232 40 420 44 468

 計 303 9,023 203 2,383 201 1,671 218 1,322 239 3,471 254 3,433
 差 63 1,174 52 ▲138 63 154 66 ▲32 118 1,160 146 1,275

 
月

研修室 講義室 教養会議室 和風会議室 学習室１ 学習室２
 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人
 ４ 35 1,223 22 205 18 176 25 141 13 154 10 133
 ５ 29 819 18 311 17 160 19 184 16 222 13 183
 ６ 36 1,594 26 647 16 285 26 391 14 502 19 576
 ７ 38 1,356 31 409 25 281 20 154 24 274 21 241
 ８ 34 1,063 22 240 14 144 21 151 13 154 11 127
 ９ 31 801 21 210 18 107 21 162 22 359 20 300
 10 37 993 11 499 30 364 20 171 19 646 14 598
 計 240 7,849 151 2,521 138 1,517 152 1,354 121 2,311 108 2,158



 

 

５ 　社会教育関係団体の育成及び補助金交付 

　　 長久手市文化振興補助金　　 　　　　　　　　    210,000円 

　　 長久手市郷土史研究補助金　 　　　　　　　  　  200,000円 

　　 ボーイスカウト等活動補助　　　　　　　 　   　  50,000円 

　　 長久手市小中学校保護者活動補助金               135,000円



午前 市ヶ洞小学校 出前授業「文化の家ってどんなとこ」 129人

概要 市ヶ洞小学校３年生を対象に社会学習の一環で文化の家を映像等で紹介。 -

10:00～11:30 愛知県立芸術大学連携「室内楽の楽しみ」ミーティング①（出演者講座） 19人

概要
愛知県立芸術大学が主催する「室内楽の楽しみ」コンサート出演者大学生た
ちへの実務講座

-

13:00～16:00
★ひらめきの図書館 プレイベント
「私だけの一箱本棚をつくろう！」（図書館AVルーム）

10組
13人

概要 ８月に開催される文化の家と図書館の共同プロジェクトのプレイベント 100.0%

午前中 東保育園「くっつけまつり」 53人

概要 元創造スタッフ小林大地氏による保育園児への美術ワークショップ -

19:00～ リニモテラスジャズライブ 45人

概要 創造スタッフ伊藤天音によるジャズライブ 113.0%

10:00～ 愛知県立芸術大学 「人生100年時代を長久手で幸福に生きる」発表会 １１人

概要 学生が長久手市の課題にアプローチするアイデアを発表。 -

13:00～
★図書館連携
「にぎわいがうまれるコミュニティづくり ～文化拠点の可能性～」

64人

概要
ぎふメディアコスモス元総合Pの吉成信夫さんと、みんなの図書館さんかく で
有名な土肥潤也さんの対談。長久手の文化拠点を考える。

64.0%

14:30～ ★図書館連携「音楽付きおはなし会 走れメロス」 32人

概要 開催する文化の家創造スタッフによる音楽付きおはなし会。 64%

14:00～ ★図書館連携 製本ワークショップ「糸綴じの自由帳を作ろう」 12人

概要 製本作家の中川京子氏による製本体験。 100.0%

10:00～ ★図書館連携　「はじめての小説を書いてみよう」（小5～中学生） 10人

概要 美術系創造スタッフの高木瞭吾による小説作成WS。 83.0%

16:00～ 創造スタッフによる保育士向け打楽器講座 ４６人

概要
児童館デリバリーで訪問したことをきっかけに、市内保育園の保育士からの要
望で実現した

102.2%

13:00～ ★図書館連携　特別講座「言葉にならない好きを言葉にする」 98人

概要 ベストセラー作家で文芸評論家の三宅香帆氏の講演会。 98.0%

9:00～17:00 ★図書館連携　「ひらめきの図書館」ギャラリー企画展 4050人

概要
文化の家と図書館で連携し、図書館ギャラリースペースを活用した、本の企画
展「本とアートが出会ったら」を実施した。当初8/16～8/31までの開催予定で
あったが、好評のため期間を１ヶ月延長して開催を継続した。

-

18:00～ 愛知県立芸術大学 室内楽ミーティング（第２回） 21人

概要 室内楽の楽しみに出演する学生へ文化の家の実務講座第２回。 -

9:00～ 愛知教育大学「社会教育演習」実習受け入れ 6人

概要 文化の家を先進的施設と捉えた大学より実習依頼を受けたもの。 -

18:00～ 愛知県立芸術大学 室内楽ミーティング（第３回） 23人

概要 室内楽の楽しみに出演する学生へ文化の家の実務講座第３回。 -

文化の家事業報告（７月）

文化の家事業報告（8月）

文化の家事業報告（９月）

7/10（木）

7/12（土）

7/26（土）

8/7(木）

8/9(土）

8/11（祝月）

8/17（日）

8/23（土）

8/26（火）

8/28（木）

8/28（木）

8/31（日）

9/1（月）
～
9/30（火）

9/5（金）

9/9（火）
9/16（火）
9/17（水）
9/18（木）

9/24（水）



13:30～ 文化の家創造スタッフと身体を動かす！もの忘れ予防教室 13人

概要
愛知学院大学との連携企画で、６０歳以上の方を対象に身体を動かすことで
もの忘れ予防につながるか検証する研究を行うもの。

-

13:00～ 文化の家フレンズ スタッフ研修交流会（大府市アローブスタッフ） -

概要 文化の家フレンズによる他館ボランティアスタッフとの交流会 -

13:00～20:00 文化の家野外劇場 vol.2 宵祭 「KONTON」 in石作神社 2117人

概要
工事休館中の文化の家が開催する野外イベント。今回は石作神社で演劇や
音楽ライブ、光のアートを開催。マルシェの出店もあり。

-

15:30～ 南山大学アウトリーチ 24人

概要 学生への劇場の役割などの講義と、アーティストの演奏披露。 -

①19:30～
②20:30～

立ち呑みウィークエンド　ジャズライブ
①125人
②95人

概要
古戦場駅周辺ウォーカブル事業の一環として、リニモテラス周辺で実施する
夜のイベントで野外のジャズライブ

-

13:00～ Nハウス 不登校児童生徒を対象としたアーティスト交流 6人

概要
Nハウスに通う子どもたちを対象にアーティストとの交流時間を創出する。針金
造形作家 橋寛憲がNハウス訪問

-

19:00～ トワイライトダンス「アスファルトと舞いたい夜。」 48人

概要
新旧創造スタッフ山崎文香、林友里菜をはじめとする4人が出演。
休館中しかできない屋内駐車場でのコンテンポラリーダンス公演

96.0%

14:00～ モリジャズ byMARUWA 約4000人

概要
モリコロパークで㈱MARUWAが開催する大型野外ジャズイベントに開催・広
報協力。創造スタッフの伊藤天音がゲスト出演。

-

10:00～ 県営住宅 国際交流アートデリバリー 31人

概要
県営長久手住宅の有志より依頼、外国人の入居者が多く、交流機会の創出
のためのアートを介したワークショップの実施

-

文化の家事業報告（１０月）

文化の家事業報告（11月）

10/3（金）
～11/7（金）
（毎週金曜）

10/16（木）

10/18（土）

10/23（木）

10/2４（金）

10/31（金）

11/7（金）

11/15（土）

11/16（日）



令和７年度　施設係進捗状況  

 

 

主要事業の進捗 

１　文化の家特定天井等改修工事（ゼロ債務、余裕期間・発注者指定） 

特定天井部分 

４月から改修工事に着手し、11月末時点の竣工率は、約45％です。 

ホール棟以外はほぼ完成しており、令和８年１月から予定通り再開

します。 

 

●東西ガレリア通路及びアトリウム：天井の張替工事が終了し、今

後、一部の照明器具を設置する作業を行います。 

●森・風のホール：森のホールは 11月末で軽量鉄骨の設置が終了し、

12月から天井の張替工事を始めています。風のホールは、軽量鉄

骨の設置を12月から始めたところです。 

 

昇降機改修 

●　アートリビング棟１台：完了しました。 

●　事務室棟、森のホール各１台：森のホールについては、現在　 

解体工事を行っており、来年1月末に完了予定です。 

事務室棟については、2月より解体をはじめ、3月末に完了予定 

です。 

　　※施設再開予定 

　　　アートリビング棟：令和８年１月６日（火） 

　　　森・風のホール：　令和８年９月２日（水） 

※火曜日はホール休館日のため 

 

２　施設予約再開 

●広報８月号、HPなどでお知らせ：９月より抽選再開 

　・ホール、アートリビングの施設予約を再開しました。 



※今回から施設利用予約時に施設予約システム上でキャッシュレス 

決済ができるようになり、また、窓口でも現金とキャッシュレス 

決済の支払方法が選択できるようになりました。 

 

施設予約申込状況 

森、風のホールは令和８年９月から１１月までの土日祝日は全て 

予約がされています。 

その他、主なアートリビングでは、舞踊室、音楽室は９割、小音 

楽室、音楽スタジオ、美術室、食文化室などは５割を超える利用 

率となっています。 

 

施設使用料払い方法の内訳（令和７年９月から１１月まで） 

全体１，００８件　　　 

窓口現金　　　　　　４２４件　　４２％ 

窓口キャッシュレス　　５７件　　　６％ 

コンビニ決済　　　　１２４件　　１２％ 

クレジット決済　　　４０３件　　４０％ 

　　　 

３　レストラン事業者について 

●文化の家の来館者をはじめとする利用者などへのサービス向上及 

び憩いや交流の場を創るため、レストランの運営事業者を8月号広 

報募集したところ５者の応募があり、11月 13日に審査会を実施しま 

し た 。 審 査 の 結 果 、 最 高 得 点 で あ っ た 名 古 屋 市 名 東 区 一 社 の

［ Champagne　 Brunch]を運営候補者として今後開店に向けて協議を

していきます。 

事業開始は令和８年９月1日予定です。 

 

 

 



 

令和７年度　文化財係事業進捗状況  

 

主要事業の進捗 

１　古戦場公園再整備事業（東側ゾーン） 

⑴　史跡長久手古戦場ガイダンス施設（長久手古戦場記念館）建設工事（令

和６～７年度） 

６月３０日で工事が完了しました。 

⑵　史跡長久手古戦場ガイダンス施設（長久手古戦場記念館）展示制作業務

（令和６～７年度） 

令和６年度に引き続き、展示ケース及び什器の制作、複製品の製作、デ

ジタルコンテンツの制作、映像機器等の購入等を進めています。履行期間

は、令和８年３月３１日までです。 

⑶　関連設備等整備工事 

令和７年９月に契約を締結し、現在、東側駐車場の改修工事を行っ

ており、令和８年１月に駐車場の工事が完了し、東西を結ぶ園路整備

の工事に移っていく予定です。工事は令和８年３月に完了予定です。 

⑷　長久手古戦場記念館及び長久手古戦場野外活動施設の指定管理者選定 

令和 7年 6月 6日に募集要項を公表しました。募集期間は、令和７年

７月７日までです。８月下旬に指定管理者選定委員会が審査を行い、

優先交渉権者を選定し、市議会の議決を経て、教育委員会が指定管理

者を指定します。 

 

２　歴史民俗体験施設整備事業（西側ゾーン） 

⑴　歴史民俗資料館 ((仮称 )長久手市ふるさと館）実施設計（令和６年

度繰越予算） 

予算を令和７年度に繰り越し、引き続き、歴史民俗資料館の実施

設計を進めています。 

⑵　歴史民俗体験施設展示設計業務委託（令和６年度繰越予算） 

本市の特長的な民俗文化財である警固祭り及び棒の手や、昔なが

らの生活など、本市の通史に関する展示を行う歴史民俗資料館と、

資料３



 

付帯施設となる古民家における展示設計を行うものです。予算を令

和７年度に繰り越し、入札に向けた事務を進めています。 

⑶　古民家建築工事 

　　令和７年７月に契約を締結し、工事に着手しました。 

　　１１月で建て方が完了しました。今後、外装、内装工事を行う予定

です。また、１２月１３日（土）に土壁塗り等が体験できる市民ワー

クショップを開催予定です。 



 

令和７年度　文化財係事業報告 

１　文化財事業 

　⑴　令和８年以降の長久手古戦場まつり 

　　　令和７年４月24日（木）に長久手古戦場まつり実行委員会を開催し、令和８年長久手古戦場まつりは

開催しないこと、長久手古戦場まつり実行委員会は一旦休止とすることを決定しました。 

　⑵　文化財事務事業 

　　　史跡整備事業 

　　ア　古戦場公園史跡等維持管理工事 

　　　　国史跡長久手古戦場始め９箇所の除草、剪定、草刈等 

　　イ　指定史跡地清掃業務委託 

古戦場公園､武蔵塚、首塚､長久手城趾､木下勘解由塚､神明社第２号墳及び三ケ峯第３号窯 

　　ウ　印刷物 

　　　　長久手合戦史跡めぐりパンフレット　2,000部増刷 

　　　　文化財マップ　2,000部増刷 

　⑶　文化財啓発事業 

　　　愛知万博20周年記念事業「集まれ！あいちの魅力博。」への出展 

　　　主催：愛知県 

　　　日時：５月17日（土）、18日（日）各日午前10時から午後５時まで 

　　　場所：愛・地球博記念公園 

　　　内容：国指定史跡長久手古戦場をＰＲするため、建築中のガイダンス施設の展示プレイベントとして、

子ども向けに、陣羽織や兜を着用して写真が撮れるコーナーを運営しました。また、長久手市

棒の手保存会によるステージでの棒の手の披露も行いました。 

　　　協力：長久手市棒の手保存会 

　⑷　文化財の指定 

前熊寺から市指定有形文化財認定申請書が提出された「木造韋駄天立像（円空仏）」について、市

教育委員会と市文化財保護審議会との間で諮問、答申がかわされ、令和７年６月５日の定例教育委員

会で、有形文化財として指定することが決定承認されました。また、７月１日付で指定し、７月２５

日付で文化庁へ報告しました。９月２０日には、長久手市福祉の家　集会室において、小野佳代氏

（市文化財保護審議会委員／東海学園大学人文学部教授／日本彫刻史研究者）を講師に招き、長久手

市文化財指定記念展・講演会「長久手市・新指定の円空仏－前熊寺の木造韋駄天立像－」を開催しま

した。参加者数は、約５０名でした。 

⑸　文化財保存事業 

ア　指定文化財保存修復事業補助金 

市指定文化財の保護、修繕等に補助金を交付 

１事業の限度額 500,000円 

※実績なし（令和７年10月末時点現在） 

イ　警固祭り補助金 

１地区の限度額 2,000,000円×１地区（岩作地区） 

10月12日(日)に、岩作地区では３年ぶりに実施されました。 

ウ　長久手市文化財の継承又は伝承事業に係る補助金 



 

前熊古典芸能保存会（前熊太鼓打ち囃子）69,000円 

前熊の山車保存会（前熊山車曳き回し）31,000円 

前熊のお天王祭りは７月13日(日)に実施されました。 

 

２　長久手古戦場野外活動施設事業 

　⑴　　利用状況 

　　ア　令和７年度利用人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※差＝令和６年度との差 

　　イ　令和６年度利用人数 

※令和６年４月利用者数には、長久手古戦場まつり来場者を含む。 

※和弓場は、射場床板修繕工事のため、9月18日(水)から9月22日(日)まで休場 

　⑵　和弓場 

　　ア　利用日 

　　　　火曜日～日曜日 

　　イ　利用時間 

　　　　9:00～17:00(事前申込みがあれば21:00まで（日曜日を除く。）) 

 

３　色金山歴史公園茶室管理棟運営事業 

　⑴　利用状況 

　　ア　令和７年度利用状況　　　　　　　　　　　　　※差＝令和６年度との差 

 
月

開室 
日数

利用者数
 

郷土資料室 弓道場 計
１日あたりの利用者数 
（小数点以下四捨五入）

 ４ 26 609 717 1,326 51
 ５ 27 670 803 1,473 55
 ６ 25 346 679 1,025 41
 ７ 27 537 682 1,219 45
 ８ 27 871 635 1,506 56
 ９ 25 623 668 1,291 52
 １０ 27 670 787 1,457 54
 計 184 4,326 4,971 9,297 51
 差 1 ▲7,596 531 ▲7,085 ▲38

 

月
開室 
日数

利用者数
 

郷土資料室 弓道場 計
１日あたりの利用者数 
（小数点以下四捨五入）

 ４ 25 8,572 787 9,359 374
 ５ 27 1,041 687 1,728 64
 ６ 26 517 698 1,215 47
 ７ 26 387 606 993 38
 ８ 27 439 560 999 37
 ９ 25 435 474 1,159 36
 １０ 27 531 628 1,201 43
 計 183 11,922 4,440 16,362 89



 

　　イ　令和６年度利用状況 

　⑵　色金山歴史公園茶室管理棟の管理・運営について 

　　ア　休室措置 

　　　　令和６年12月26日に愛知瀬戸保健所から食品衛生法の規定に抵触するおそれがあると指摘され、抹

茶体験と月釜茶会については令和７年３月末まで休止してきましたが、、営業許可を取得し、令和７

年４月１日に再開しました。 

　　イ　料金改定 

　　　　社会情勢や近隣の料金にあわせ、抹茶体験の料金を令和７年４月１日から１服５００円に改定しま

した。 

　⑶　色金山歴史公園樹木伐採工事 

色金山歴史公園の枯松等を随時伐採、撤去していますが、特に公園北東側園路は枯松が急増し、危

険なため、現在園路を立入禁止にしています。 

　⑷　月釜茶会　 

実施日 

⑴　実施済　４月13日､５月11日､６月８日､７月13日､９月14日、10月12日、11月９日 

⑵　実施予定　12月14日､２月８日､３月８日 

時間：午前10時から午後２時30分まで 

 

月
開室 

日数

利　用　者

 
来所者 抹茶利用者

１日あたりの抹茶利用者 

（小数点以下四捨五入）

 ４ 26 631 459 18
 ５ 27 505 339 13
 ６ 25 391 229 9
 ７ 27 384 243 9
 ８ 27 270 146 5
 ９ 25 399 238 10
 １０ 27 469 284 11
 計 184 3,049 1,938 11
 差※ 1 ▲3,413 ▲3,203 ▲17

 

月
開室 

日数

利　用　者

 
来所者 抹茶利用者

１日あたりの抹茶利用者 

（小数点以下四捨五入）

 ４ 25 1,180 1,007 40
 ５ 27 1,177 956 35
 ６ 26 964 755 29
 ７ 26 774 599 23
 ８ 27 590 429 16
 ９ 25 790 610 24
 １０ 27 987 785 29
 計 183 6,462 5,141 28



 

　　場所：色金山歴史公園　 

　　内容：国指定史跡色金山にて、歴史に思いを馳せながら戦国武将も嗜んだとされる茶道に親しむこと 

を目的に茶会を開催する。　 

 

４　古戦場公園再整備事業（主要事業） 

　⑴　古戦場公園再整備事業（東側ゾーン） 

ア　史跡長久手古戦場ガイダンス施設建設工事（令和６～７年度） 

　ガイダンス施設の建設工事及び外構工事を実施するものです。建築工事部分は、３月末で完了し、

令和７年度は、外構及び昇降設備整備工事を行っています。 

イ　史跡長久手古戦場ガイダンス施設展示制作業務（令和６～７年度） 

　 映像ソフト・情報コンテンツの制作、模型･複製製作など、ガイダンス施設の展示品の制作及び造

作工事等を実施するものです。令和７年度は、展示ケース及び什器の制作、複製品の製作、デジタル

コンテンツの制作、映像機器等の購入等を進めています。 

ウ　関連設備等整備工事 

古戦場公園既存駐車場改修及び園路等整備工事 

古戦場公園内の国指定史跡地の保全と利用者の散策利用を両立するため、園路を整備し、既存駐車

場の舗装等の改修工事を実施します。現在、入札事務を進めており、令和7年8月に着工予定です。 

エ　長久手古戦場記念館及び長久手古戦場野外活動施設の指定管理者選定 

令和7年6月6日に募集要項を公表しました。募集期間は、令和7年7月7日までです。8月下旬に指定管

理者選定委員会が審査を行い、優先交渉権者を選定し、市議会の議決を経て、教育委員会が指定管理

者を指定します。 

⑵　歴史民俗体験施設整備事業（西側ゾーン） 

ア　歴史民俗資料館実施設計業務委託 

予算を令和７年度に繰り越し、引き続き、歴史民俗資料館の実施設計を進めています。 

イ　歴史民俗体験施設展示設計業務委託 

本市の特長的な民俗文化財である警固祭り及び棒の手や、昔ながらの生活など、本市の通史に関

する展示を行う歴史民俗資料館と、付帯施設となる古民家における展示設計を行うものです。予算

を令和７年度に繰り越し、入札に向けた事務を進めています。 

ウ　古民家建築工事 

令和7年6月18日(水)に入札を行い、請負者が決定しました。7月に着工予定で、令和8年3月末までの

工期で工事を行います。 

⑶　古戦場公園再整備アドバイザー会議 

第1回古戦場公園再整備アドバイザー会議を、令和7年6月26日(木)に開催しました。古戦場再整備事

業の進捗を報告するとともに、令和8年4月に開館を予定している長久手古戦場記念館の展示制作業務

について、学識経験者からご意見をいただきました。 



長久手古戦場公園西側ゾーン　
建物配置について

パース（史跡、北東より）

俯瞰パース

パース(南東散策路より)

パース(エントランス)

資料館
古民家

駐車場

　敷地東側の史跡部分とは50cm～1mほどの高低差があり、
　古民家前の広場は周囲から独立した空間です。

（訂正案）

古民家前庭を広く確保し、
古民家からの眺望を充実させた配置です。



令和７年度　スポーツ係主要事業進捗報告 

 

主要事業 

１　体育施設等管理事業 

⑴　指定管理者モニタリング等の実施 

毎月行う、指定管理者との定例会において、業務報告書の内容や現場を確

認し、四半期ごとにモニタリング評価を実施しています。また、双方で年次

事業報告書を作成し、指定管理者のサービスの向上につなげています。 

　　 

２　スポーツの杜再整備事業

　　　スポーツの杜再整備基本計画の策定、都市計画決定に必要となる図書の作

成、現地測量及び用地購入に向けた境界確定測量及び概算工事費の算出を行

います。 

現在は、基本計画の整備方針の構築、境界確定測量の準備を進めています。 
 

３　杁ケ池体育館大規模改修工事

　　　来年の７月頃から年度末を目標に、杁ケ池体育館の改修工事を行います。 

　　　修繕箇所は、体育館アリーナの空調設備設置及び屋根の改修、柔剣道場 

及びトレーニングジムの空調設備設置、シャワールーム及びトイレの改修な

どになります。現在は、工事への事前準備として、事業認可の取得と実施設

計の追加変更を行っています。 

資料４



令和７年度　スポーツ係　事業報告 

 

１　スポーツ推進委員 

⑴　定例会 

　　日　時　　毎月第1土曜日　19時から 

　　場　所　　杁ケ池体育館ミーティングルーム 

　　内　容　　各部事業進捗報告、校区運動会・愛知駅伝・研修会等報告 

 

⑵　各部会定例会 

部　会　　総務部・企画部・研修部・ニュースポーツ部の４部会 

・総務部会 

　日　時　　定例会前週土曜日　10時から 

　場　所　　杁ケ池体育館ミーティングルーム 

　内　容　　定例会について 

・企画部・研修部・ニュースポーツ部 

　日　時　　定例会当日　18時 30分から 

　場　所　　定例会と同じ 

　内　容　　（企画部）ウォーキングイベントの実施に関する打合せ 

　　　　　　（研修部）ながくて新春ふれあいジョギングフェスティバル、スポーツ 

推進委員・校区体育委員交流会の実施に関する打合せ 

　　　　　　（ニュースポーツ部）ニュースポーツ体験会「ボッチャとラダーゲッター

を体験しよう！」、ニュースポーツフェスティバルの実施に関す

る打合せ 

　⑶　研修会等（予定） 

 開催日 内容・参加対象 会　場

 

令和7年7月

27日（日）

・豊明日進長久手東郷スポーツ推進委員第１回連絡

協議会研修会 

研修内容：「高齢者スポーツの注意点　～ケガを

予防して安全にスポーツを楽しむためには～」 

スポーツ推進委員4人参加

日進市図書館１階視

聴覚ホール

 
令和7年9月6

日（土）

・愛知県スポーツ推進委員研修会 

研修内容：「スポーツ・レクリエーションを「た

のしい」から「たのしみ」へ」 

スポーツ推進委員5人参加

東海市芸術劇場４階

大ホール

 

令和8年2月

13日（金）、2

月14日（土）

・東海四県スポーツ推進委員研究大会 

大会内容 
(1) ア ト ラ ク シ ョ ン「湯ヶ峰太鼓」　岐阜県立下呂特別支援学校 
(2) 講演　「ＭＥＫＩＭＥＫＩ体操　～カラダうごかせ！ニ 

ッポン！～」 
　 　 講師　日本郵政株式会社  

スポーツ＆コミュニケーション部 

(3)研究協議　分科会ごとに発表市町による研究テー 
マ発表を受講

下呂交流会館



 

２　地域社会体育事業 

⑴　ニュースポーツ体験会（ボッチャとラダーゲッターを体験しよう！） 

　　目　的　市民がニュースポーツを体験し、健康、体力づくりを促進する。 

　　種　目　ボッチャとラダーゲッター 

　　対　象　どなたでも 

　　主　催　長久手市スポーツ推進委員（長久手市教育委員会） 

　　協　力　長久手市レクリエーション協会 

 

⑵　第18回愛知万博メモリアル　愛知県市町村対抗駅伝競走大会（愛知駅伝）代表選手 

　選考記録会 

　　目　的　愛知駅伝の長久手市代表チームの選手選考を行う。 

　　　開催日　令和7年 9月7日（日） 

　　　会　場　愛知医科大学　寅山グラウンド 

　　　参加者　３７人 

　　主　催　長久手市教育委員会 

 

⑶　ニュースポーツフェスティバル 

　　目　的　市民が様々なニュースポーツの体験を通して気軽にスポーツを楽しんでもら

うきっかけとし、市民の健康、体力づくりを促進することを目的とする。 

　　　開催日　令和7年 11月 15日（土） 

　　　会　場　杁ケ池体育館及び杁ケ池公園 

　　　種　目　スポーツ鬼ごっこ、カローリング、ラダーゲッター、モルック、ボッチャ、 

グラウンドゴルフ、ポールウォーキング、体成分測定 

　　　参加者　７８人 

対　象　どなたでも 

　　主　催　長久手市スポーツ推進委員（長久手市教育委員会） 

　 

⑷　第18回愛知万博メモリアル　愛知県市町村対抗駅伝競走大会（愛知駅伝） 

　　目　的　愛知県内各市町村の交流、県民スポーツの振興を目的として愛知駅伝実行委 

員会が開催する。 

　開催日　令和7年 12月 6日（土）を予定 

　会　場　愛・地球博記念公園 

　対　象　市代表選手１８人、監督１人、コーチ１人 

　主　催　愛知駅伝実行委員会 

 
令和8年2月

28日（土）

・豊明日進長久手東郷スポーツ推進委員第２回連絡

協議会交流会 未定

 開催日（予定） 時　間 会　場
 令和7年 6月21日（土） 19時～21時 南小学校体育館
 令和7年 7月26日（土） 19時～21時 市が洞小学校体育館
 令和7年 10月 18日（土） 19時～21時 長久手小学校体育館
 令和7年 11月 22日（土） 19時～21時 北小学校体育館
 令和7年 12月 20日（土） 19時～21時 東小学校体育館
 令和8年 1月17日（土） 19時～21時 西小学校体育館



 

　⑸　新春ふれあいジョギングフェスティバル 

　　　目　的　地域住民の交流、スポーツ振興に寄与することを目的として開催する。 

開催日　令和8年1月 25日（日）を予定 

　　　会　場　愛・地球博記念公園 

　　　対　象　どなたでも 

　　　主　催　長久手市スポーツ推進委員（長久手市教育委員会） 

 

 

　⑹　ウォーキングイベント 

　　　目　的　気軽に運動を楽しみ、継続して運動を行えるきっかけとし、市民の健康・体力

づくりのため手軽に取り組むことができるウォーキング運動を促進する。 

　　　開催日　未定 

　　　会　場　福祉の家からイケアまでの香流川周遊路 

　　　対　象　どなたでも 

　　　主　催　長久手市スポーツ推進委員（長久手市教育委員会） 

 

３　地域スポーツ振興事業 

⑴　校区運動会 

　　　目　的　運動やレクリエーションを通じ親睦とスポーツへの関心を高め、地域スポー 

ツ振興を図る。 

　　　開催日　 

 

　　　 

　　　　　　　　　　 

　　　　　 

　　　 

⑵　小学校の土曜日夜間開放事業 

　　　目　的　「地域住民の体力づくり」、「健康の保持増進」を目的として、各校区の校区

体育委員が中心となり、市民に運動する機会を提供する。開催日は、土曜日の午

後7時から午後9時まで、各小学校の体育館を開放して、ビーチボールバレー、

ショートテニス等を行っている。 

　　　対象者　市内在住・在勤者　 

会場・日時　各小学校の体育館・日時は下表のとおり 

 校　区 開催日 校　区 開催日
 北小学校区 10月 5日（日） 市が洞小学校区 ―
 西小学校区 10月 26日（日） 南小学校区 10月 19日（日）
 東小学校区 11月 2日（日） 長小学校区 ―

 

校　　区 開催日(原則) 開催時間 主な種目

R6年度 R7年度
 開

催 

回

数

参

加 

人

数

開

催 

回

数

参

加 

人

数
 長久手小学校

区

毎月第2･3土

曜

19時～21

時
ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 14 181 8 155

 
西小学校区 毎月第3土曜

19時～21

時
スポーツ鬼ごっこ 6 31 6 183

 東小学校区 毎週土曜 19時～21 ビーチボールバレー 22 102 22 144



※R6年度及びR7年度についてそれぞれ10月末現在の数値を記載 

４　社会体育団体補助事業 

11月末現在 

５　学校体育施設スポーツ開放事業 

　　長久手市立小学校及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲内で開放し、市民がスポ

ーツ等を行う場を提供しています。 

⑴　開放施設と開放日 

　 

⑵　利用率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％） 

 

 

６　スポーツ活動全国大会等出場奨励金交付事業 

 団体名 金　　額 備　　考
 長久手市スポーツ協会（22団

体）

2,400,000円 長久手市スポーツ協会の事業運営

 長久手市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会（6 団

体）

150,000円 長久手市レクリエーション協会の事業

運営

 　学　校　名 施　　設 開　放　日 開放時間 料　　金
 

小　学　校
体育館・運動

場
日曜日・祝日

9：00～11：30 

12：00～14：30 

14：30～17：00

体育館は各単位

1,070円 

運動場は無料
 

中　学　校 体　育　館 水・金・土曜日 18：30～21：00
半面1,070円 

全面2,140円

 R7 年

度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月

11

月

12

月

1月 2月 3月

 小学校 

体育館
84.3 63.2 83.3 66.7 76.5 78.9 85.1

 中学校 

体育館
100 95.0 100 95.8 94.3 98.2 98.1

 R6 年

度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月

11

月

12

月

1月 2月 3月

 小学校 

運動場
81.6 78.0 77.0 86.1 62.2 82.4 98.3 89.7 86.4 87.8 92.0 84.8

 小学校 

体育館
82.3 64.0 82.6 66.7 62.2 71.5 80.0 77.0 86.6 76.4 75.5 96.5

 中学校 

体育館
94.3 91.7 94.7 97.4 92.9 97.2 100 77.0 96.4 100 94.2 98.4

 時
 

北小学校区
毎月第2･4土

曜

19時～21

時

ｼｮｰﾄﾃﾆｽ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ

ﾝ
13 280 9 212

 
南小学校区 毎月第3土曜

19時～21

時
ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 6 139 6 106

 市が洞小学校

区
毎月第4土曜

19時～21

時
ビーチボールバレー 5 162 6 153



　⑴　対象者　・市内在住の個人 

・市内に本拠地を有する団体 

・市外に本拠地を有する団体に所属している市内在住者 

・市外在学で、市内の小学校又は中学校を卒業した者　（その家族が現に市　

内に在住している者に限る。） 

・その他市長が認めた者 

 

 

⑵　奨励金の額 

 

　⑶　申請実績及び支出金額 

　　　令和7年4月～令和7年11月の間の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７　体育施設等管理事業 

　　令和5年 4月1日から指定管理者制度を導入し、現在、３年目になります。 

　　令和7年度第1四半期1及び第２四半期分のモニタリングを実施しました。 

　　モニタリングチェックシートは、別紙のとおりです。 

 区　　分 対　　象 交　　　付　　　額
 全国大会等 個　人 5,000円
 団　体 5,000円×人数分（上限50,000円）
 国際大会等 個　人 10,000円

 団　体 10,000円×人数分（上限100,000円）

 個人(全国)　27人 個人(国際)　3人 計30人
 団体(全国)　2団体（9人） 団体(国際)　0団体（0人） 計2団体 

（9人）
 合計2人
 個人(全国) 

5,000 円×27人＝135,000円

個人(国際) 
10,000円×3人＝30,000 円

計165,000円

 団体(全国) 
5,000 円×9人＝45,000円

団体(国際) 
10,000円×0人＝0円

計45,000円

 合計210,000円



別紙１

事業所名： 杁ケ池体育館

（評価者） 役職・氏名： 総括責任者：小栗　健

点数
(1点～5点)

1　法令等遵守 書類 ・ 現地 3

2　現金の管理 書類 ・ 現地 4

3　法定点検 書類 ・ 現地 4

4　職員の配置 書類 ・ 現地 4

5　職員研修 書類 ・ 現地 4

6　個人情報保護 書類 ・ 現地 3

7　緊急対応 書類 ・ 現地 3

8　清掃業務 書類 ・ 現地 4

9　ニーズの把握 書類 ・ 現地 3

10　クレーム処理 書類 ・ 現地 4

11　受託事業 書類 ・ 現地 3

12　自主事業 書類 ・ 現地 4

13　改善是正 書類 ・ 現地 4

14　施設管理 書類 ・ 現地 4

15　業務の委託 書類 ・ 現地 3

16　業務の記録 書類 ・ 現地 3

17　施設利用の状況 書類 ・ 現地 4

18　利用促進業務 書類 ・ 現地 4

19　利用者支援業務 書類 ・ 現地 3

20　収支の状況 書類 ・ 現地 3
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※点数欄は、３点を標準点として５点満点で記入すること。合計１００点満点。

  　　　　　令和7年度　第1四半期分　モニタリングチェックシート（体育施設等）

　【令和7年7月31日作成】

評価項目 確認方法 特記事項

定期的に売上確認し帳簿にて管理した。

適宜実施。休館日や開館前の時間で点検を実施。

繁忙時期を把握し適宜人員配置し、利用者の待ち時間を最小限にし
た。

6月に施設研修を実施。接遇とトレーニングジム研修を実施。

夏季時期前に、水景施設の清掃を実施。

暑さ対策への案内を早期に実施。

参加者の声を反映した教室構成を計画した。

事務所内の業務フローを改善。

利用者の声に対し早期対応を実施。樹木選定や部分補修を行い、安
全管理に努めている。

トレーニングジム利用者が継続的に月1,000人来館いただいている。

トレーニングジム開催のショートレッスンを定期開催している。定期巡
回し、夏季時期前に扇風機等を稼働し環境整備を実施。

総合評価（合計）

サ
ー
ビ
ス
の
質

コ
メ
ン
ト

・公園の枯れ木を早期発見し選定。利用者の声に早急に対応した。
・四季に合わせた館内装飾を実施。
・駐車場混雑時には、速やかな退出への協力依頼と、適宜第2駐車所をご案内した。
・スタッフ研修として、接遇研修とトレーニング器具の使用方法について実施した。
・猛暑になる前に扇風機を早期に設置。利用者の運動環境整備に努めた。
・施設の予約状況を事前に確認し、空きコマで除草作業等の施設整備に努めた。
・熱中症警戒アラートについて、早期に案内を開始した。
・SDGs活動の一環として、ペットボトルキャップ回収活動を実施。

業
務
の
履
行
状
況

効
率
性



別紙3

事業所名： 長久手市役所

（評価者） 役職・氏名： 課長　児玉剛

点数
(1点～5点)

1　法令等遵守 書類 ・ 現地 3

2　現金の管理 書類 ・ 現地 3

3　法定点検 書類 ・ 現地 3

4　職員の配置 書類 ・ 現地 3

5　職員研修 書類 ・ 現地 3

6　個人情報保護 書類 ・ 現地 3

7　緊急対応 書類 ・ 現地 3

8　清掃業務 書類 ・ 現地 3

9　ニーズの把握 書類 ・ 現地 4

10　クレーム処理 書類 ・ 現地 4

11　受託事業 書類 ・ 現地 3

12　自主事業 書類 ・ 現地 4

13　改善是正 書類 ・ 現地 3

14　施設管理 書類 ・ 現地 3

15　業務の委託 書類 ・ 現地 3

16　業務の記録 書類 ・ 現地 3

17　施設利用の状況 書類 ・ 現地 4

18　利用促進業務 書類 ・ 現地 4

19　利用者支援業務 書類 ・ 現地 3

20　収支の状況 書類 ・ 現地 3
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※点数欄は、３点を標準点として５点満点で記入すること。合計１００点満点。

令和７年度　第1四半期分　モニタリングチェックシート（体育施設等）

【令和7年8月26日作成】

評価項目 確認方法 特記事項

来訪者のケガ対応が迅速に対応できていた。

利用者の意見に対し、可能な範囲で対応している姿
勢が見受けられた。

利用者からの苦情に対し、迅速に対応している。

各種スポーツ教室を幅広く展開しており、大変人気がある。

Instagramを活用し、イベントや施設の空き状況等につ
いて、熱心に情報発信を行っている。

総合評価（合計）

サ
ー
ビ
ス
の
質

コ
メ
ン
ト

・各種親子向けのスポーツ体験の実施等、幅広い年代が楽しむことのできるイベントが企画されていた。
・発注者からの指示等にも迅速に行動しており、また、利用者からの意見・要望にもできる範囲で答えているこ
とは評価できる。
・Instagramの活用は、従来より多くの年齢層へ情報が届くことになるため、今後も積極的に情報発信を行って
欲しい。

業
務
の
履
行
状
況

効
率
性



別紙１

事業所名： 杁ケ池体育館

（評価者） 役職・氏名： 総括責任者：小栗　健

点数
(1点～5点)

1　法令等遵守 書類 ・ 現地 3

2　現金の管理 書類 ・ 現地 4

3　法定点検 書類 ・ 現地 4

4　職員の配置 書類 ・ 現地 4

5　職員研修 書類 ・ 現地 4

6　個人情報保護 書類 ・ 現地 3

7　緊急対応 書類 ・ 現地 4

8　清掃業務 書類 ・ 現地 4

9　ニーズの把握 書類 ・ 現地 3

10　クレーム処理 書類 ・ 現地 3

11　受託事業 書類 ・ 現地 3

12　自主事業 書類 ・ 現地 4

13　改善是正 書類 ・ 現地 4

14　施設管理 書類 ・ 現地 4

15　業務の委託 書類 ・ 現地 3

16　業務の記録 書類 ・ 現地 3

17　施設利用の状況 書類 ・ 現地 4

18　利用促進業務 書類 ・ 現地 3

19　利用者支援業務 書類 ・ 現地 4

20　収支の状況 書類 ・ 現地 3
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※点数欄は、３点を標準点として５点満点で記入すること。合計１００点満点。

  　　　　　令和7年度　第2四半期分　モニタリングチェックシート（体育施設等）

　【令和7年10月31日作成】

評価項目 確認方法 特記事項

7月に新人職員を対象とした、コーチング研修、チームビルディ
ング研修を実施。

注意喚起として、熱中症警戒アラート発令情報を館内入り口に
掲示した。ジム内に冷却タオルを設置。

サ
ー

ビ
ス
の
質

週間での日業清掃に加え、利用者推移を分析しながら館内美
化に努めた。

トレーニングジム内において、「目的別トレーメニュー」を作成
し、トレーニングの提案を実施した。

利用者への施設予約案内を作成。案内方法の統一化。

業
務
の
履
行
状
況

帳簿にて管理。データ及び紙面にて保管。

適宜実施。利用の妨げにならないよう、休館日や来館の少ない時間
帯を活用した。

適宜配置。繁忙時期には配置人数を増やすなど、流動的に対
応。

効
率
性

備品点検、消耗品点検を随時行い、計画性のある修繕や維持
管理を実施した。

熱中症警戒アラート振替え対応を各貸館に掲示。スポットクー
ラーや扇風機を活用し可能な限りの環境整備に努めた。

空き予約を館内に掲示し、適宜最新の予約状況になるよう更
新。受付窓口や電話の問合せに対し、用途をヒアリングし適切
な案内を実施。

総合評価（合計）

コ
メ
ン
ト

・夏季時期の運営においてアリーナ、柔剣道場、トレーニングジム内にスポットクーラーや扇風機を設置し熱中症対策を実施した。
・公園内にスズメバチ等の害虫が発生した際には公園利用者に注意喚起を促し、安全に駆除した。
・トレーニングジム内の清掃頻度を高め、特に汗等の汚れの清掃に努めた。
・地域の夏祭りイベント開催時には主催者と打合せを密に実施し、適切な運営に協力した。
・野球場、多目的広場等の大会日程を把握し、除草作業を事前に実施し環境整備に努めた。
・職場体験を受入れ、適切な指導を実施。
・夏季時期に水景施設の来館が多くなるため、日常清掃の他に高圧洗浄を実施した。
・夏休み時期には幼児向けの短期教室を開催し、自主事業と施設PRを行った。



別紙3

事業所名： 長久手市役所

（評価者） 役職・氏名： 課長　児玉剛

点数
(1点～5点)

1　法令等遵守 書類 ・ 現地 3

2　現金の管理 書類 ・ 現地 3

3　法定点検 書類 ・ 現地 3

4　職員の配置 書類 ・ 現地 3

5　職員研修 書類 ・ 現地 3

6　個人情報保護 書類 ・ 現地 3

7　緊急対応 書類 ・ 現地 3

8　清掃業務 書類 ・ 現地 4

9　ニーズの把握 書類 ・ 現地 4

10　クレーム処理 書類 ・ 現地 4

11　受託事業 書類 ・ 現地 3

12　自主事業 書類 ・ 現地 4

13　改善是正 書類 ・ 現地 3

14　施設管理 書類 ・ 現地 3

15　業務の委託 書類 ・ 現地 3

16　業務の記録 書類 ・ 現地 3

17　施設利用の状況 書類 ・ 現地 4

18　利用促進業務 書類 ・ 現地 4

19　利用者支援業務 書類 ・ 現地 4

20　収支の状況 書類 ・ 現地 3
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※点数欄は、３点を標準点として５点満点で記入すること。合計１００点満点。

令和７年度　第２四半期分　モニタリングチェックシート（体育施設等）

【令和7年10月10日作成】

評価項目 確認方法 特記事項

館内は清潔に保たれている

利用者の意見を積極的に取り入れている。

利用者からの苦情に対しても、迅速に対応している。

トレーニングジムに新たに考案されたメニュー表や目標
ボード等が設置されていた。

施設の利用状況を見える化しており、利用者への配
慮を心がけている

七夕にちなんだ飾り付けを行う等、来館者を楽しませ
る工夫が行われていた

教室の空きがわかるように、掲示板などで積極的に
PRしていた

総合評価（合計）

サ
ー
ビ
ス
の
質

コ
メ
ン
ト

・各種親子向けのスポーツ体験の実施等、幅広い年代が楽しむことのできるイベントが企画されていた。
・発注者からの指示等にも迅速に行動しており、また、利用者からの意見・要望にもできる範囲で答えているこ
とは評価できる。
・Instagramの活用は、従来より多くの年齢層へ情報が届くことになるため、今後も積極的に情報発信を行って
欲しい。

業
務
の
履
行
状
況

効
率
性



第２回社会教育委員会資料

平成子ども塾　 

令和８年度当初予算要求の概要について 

（事業総点検　検討結果） 

【歳入の確保をするもの】 

○平成こども塾体験学習事業 効果額２８千円 

平成こども塾の専門プログラムと一部の自主プログラムについて、昨今の物価高等

を考慮して参加料の値上げを検討する。 

資料５



 第２回社会教育委員会資料

 

生涯学習課　事業係・施設係 

令和８年度当初予算要求の概要について 

 

事業総点検の中で業務の効率化や運用方法を見直し、歳出を縮減しました。 

　 

令和８年１月からアートリビング棟を先行して開館します。 

ホール棟は、工事が完了する令和８年９月開館を予定しています。 

　増減については、工事前の令和６年度を比較対象としました。 

【減額するもの】（令和６年度比） 

○舞台管理業務委託　　２６，５６１千円（９，５３０千円削減） 

　　舞台職員、増員の人数を削減し、委託方法や運用方法の見直しを実施します。 

※舞台運営の管理者として、舞台設備の操作や利用者との打合せ、催事の際の指導・ 

監督を行います。 

○舞台関係保守点検委託　１１，７００千円（１，３３０千円削減） 

　　保守点検の回数を削減します。 

　※舞台機構、舞台照明、舞台音響の保守点検業務 

○施設管理業務委託　６９，１８７千円（１７，４４１千円削減） 

　　警備・清掃時間を削減します。 

※文化の家の設備管理、利用受付、警備、清掃業務 

○除草等委託業務　１，３７４千円（８８２千円削減） 

　　除草等箇所を見直し作業時間を削減します。 

　※文化の家屋外敷地内の除草、清掃等 

○植栽維持管理委託　５，４４５千円（１，５２１千円削減） 

　　除草回数、剪定本数を削減します。 

　※敷地内の除草、高木剪定などを造園業者が行う専門作業です。 

○文化の家企画事業・芸術鑑賞事業　１８，８５９千円（１１，５９０千円削減） 

○文化の家企画事業・企画展示事業　　１，２９５千円（１４３千円削減） 

事業の開催数、運営方法等を見直します。 
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生涯学習課　文化財係 

令和８年度当初予算要求の概要について 

 

【新規・拡大など主なもの】 

○郷土資料室解体設計業務委託　　７，００７千円 

　　長久手古戦場野外活動施設は、建築後４０年以上が経過し、老朽化している。郷

土資料室１・２階の展示及び収蔵庫の機能については、新設される長久手古戦場記

念館及び（仮称）長久手市ふるさと館に移動することから、解体撤去する。なお、

和弓場及び郷土資料室の地下部分は、引き続き、活用する。 

　【計画スケジュール】 

　　令和８年度　解体設計業務委託 

令和９年度　解体工事 

　　 

○古戦場公園史跡樹木伐採工事　３，３００千円 

　　古戦場公園内の樹木について、倒木や枯れ枝等の落下が複数発生しており、公園

利用者等の安全を確保するため、枯木伐採、枯れ枝剪定を実施する。 

 

○旧加藤家住宅国登録支援業務委託　４，６２０千円 

　　市内に現存する最古級の鳥居建て形式の古民家を古戦場公園に移設し、国登録有

形文化財に登録することを目指す。 

　【計画スケジュール】 

　　令和８年度　国登録有形文化財への登録申請 

令和９年度　保存活用計画の策定 

 

○（仮称）長久手市ふるさと館建設工事　２５５，４８６千円 

　　長久手の歴史や警固祭りなどの民俗行事、昔ながらの生活に関する展示・解説を

行う（仮称）長久手市ふるさと館を古戦場公園西側ゾーンに整備する。 

　【計画スケジュール】 

　　令和８年度　建設工事 

令和９年度　展示制作業務委託、年度後半に供用開始 

 

○色金山歴史公園展望テラス修繕調査委託　２，１３４千円 

　　色金山歴史公園は、建築後、約３０年が経過し、展望テラスの構造部材が老朽化

し、床に隙間ができていたり、手すりの羽目板が朽ちて外れ落ちたりと危険な状態

であるため、修繕を実施する。 

　【計画スケジュール】 
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　　令和８年度　修繕調査委託 

令和９年度以降　修繕設計業務委託、修繕工事 

○色金山歴史公園樹木伐採工事　２，３５０千円 

　　色金山歴史公園東側法面及び県道沿いの法面について、周辺住民及び県道通行車

両の安全確保のため、継続的な伐竹、小木伐採、草刈を実施する。 

 

○長久手古戦場記念館指定管理料　５６，８００千円（令和８年度分） 

　貴重な文化財である国指定史跡長久手古戦場を保護継承し、市内の史跡地を巡っ

てもらう「フィールドミュージアム計画」の拠点となる長久手古戦場記念館を指定

管理により、管理、運営する。 

【指定管理期間】 

　令和８年度から令和１０年度まで 

　※令和９年度及び令和１０年度の指定管理料　各５６，６００千円 

 

○長久手古戦場記念館オープニングイベント運営等業務委託　５，００６千円 

　　令和８年４月２２日に長久手古戦場記念館が開館するにあたり、式典やイベント

を開催する。公園周辺の渋滞対策の一環として、イベントを開催時には、市役所に

臨時駐車場を確保するとともに、古戦場公園と市役所との間でシャトルバスの運行

を行う。また、公園周辺の警備委託を行う。 

 

○国指定史跡誘導標識設置工事　４，８００千円 

　　フィールドミュージアム計画を推進するため、令和７年度に策定する国指定史跡

誘導サイン計画に基づき、国指定史跡誘導標識設置工事を実施する。
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生涯学習課　スポーツ係 

令和８年度当初予算要求の概要について 

 

【新規・拡大など主なもの】 

○学校開放施設管理委託　　総事業費４，０５５千円　 

金額の変更はないが、令和８年度に実施する大規模修繕工事に伴い、体育館が休

館するため、利用者の代替施設として、小学校や中学校の学校開放枠を拡大する。

鍵の管理をスマートキータイプとして運営し、スマートキーのセキュリティ及び施

設の点検に係る委託を発注する。 

令和８年４月～令和９年３月の１年間　早着による契約 

　　 

○施設予約システム導入委託　１,１３１千円 

　　令和８年１２月３１日を持って、現在利用しているあいち共同利用型施設予約シ

ステムの利用が終了となるため、更新ではなく、安価な施設予約システムを新たに

導入する。 

 

○樹木伐採工事　３，０００千円 

　　杁ケ池公園、スポーツの杜及び市民野球場は、共用を開始してから３５年以上が

経過しており、樹木が枯れていたり傾いていたりしている。利用者に危害を与える

恐れがあるため、危険と思われる箇所を優先的に伐採する工事を行う。 

 

○杁ケ池体育館大規模改修工事　５４８，９００千円 

　　老朽化及び熱中症対策として、体育館のアリーナ、柔剣道場、トレーニングルー

ムに空調設備を設置、アリーナ天井及び側壁の断熱改修、トイレ及びシャワールー

ムの改修を行う。 

　工事は、令和８年７月頃から、令和９年３月頃を予定。 

 

○杁ケ池体育館大規模改修工事監理業務委託　２８，６００千円 

　　体育館改修工事に伴う、工事監理業務一式を委託する。 

 

○指定管理者営業補償金　８，９４４千円 

　　体育館の改修工事に伴う、指定管理者の営業補償を行う。 

　　施設利用料＋自主事業収入＋シャワー利用料－自主事業の屋外講座－スポーツ

教室外部講師費用－高熱水費差額分　を加味して算出した。 
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【減額するもの】 

○文化スポーツクラブ指導員報奨金　減額額２３６千円 

　　学校のクラブ活動の地域移行に伴い、指導員が減数となる見込み 

 

○損害保険料　減額額１１６千円 

　　指導員の減数に伴い、保険料も減額した。 

 

○世界ラリー選手権周知広報事業委託　減額額１４７千円 

　　周知の効果は浸透していることを鑑み、減額とした。 

 

○グラウンド整地工事　減額額２９３千円 

　　特別授業後のグラウンド整備工事費を見直したため、減額となった。
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「長久手市生涯学習プラン」概要及び策定委員会での検討内容とスケジュール
について 

 

１ 策定の背景 

  前計画である第２次長久手市生涯学習基本構想（以下、第２次基本構想）の期間は、平

成 26 年度から令和５年度までの 10 年間となっていましたが、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、社会の生涯学習を取り巻く状況が急激に変化し、先を見通せない状

況が続いたため、構想の期間を２年間（令和６・７年度）延長することとし、新しく「長

久手市生涯学習プラン」を策定し、令和８年度から施行します。 

 

２ 策定のポイント 

生涯学習の範疇は、文化芸術・スポーツ・文化財など多岐にわたりますが、各分野には計

画・条例が定められているため、今回のプランでは、公民館はじめ公共施設の活用や、生涯

学習講座の実施等について焦点をあてていきます。 

第２次基本構想の策定から約 10 年が経過した間に策定された、上位計画である総合計画

や教育振興基本計画、関連計画である文化芸術マスタープランやスポーツ推進計画との関係

性について十分に留意して策定を行います。また、コロナ禍などを経て変化した長久手市の

生涯学習をとりまく社会情勢を反映します。 

 

３ これまでの策定委員会内容 

 〇第１回策定委員会（令和６年８月２８日（水）開催） 

 公民館を専門に研究されている上原委員（名古屋工業大学）から、公民館の役割や歴史に

ついてレクチャーを受けた。そのうえで、主に公民館の機能と現代における課題について意

見交換が行われ、公民館において地域活性化に向けた活動が進められる必要性が指摘された。

また、図書館や共生ステーションと連携した新しい公民館のあり方などについて提案がなさ

れた。 

 

資料６
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〇第２回策定委員会（令和７年１月２３日（木）開催） 

 主に市民アンケートの内容が議論され、地域課題に対する生涯学習の役割について意見交

換が行われた。アンケートは、年代や国籍問わず幅広く市民の意見を収集することが重要で

あるという意見が挙がり、多様な社会課題に対応できる学びの機会の提供を行うための調査

となるよう、設問を設定することが重要であるという話にまとまった。また、共生ステーシ

ョンなどを活用し、地元の既存の活動と連携した学びの場づくりを目指す意見も出された。 

 

 〇第３回策定委員会（令和７年 5 月 1３日（火）開催） 

 市民アンケート結果をもとに、公共施設の認知度や利用状況、多様な世代のニーズ、居場

所としての機能などについて活発な意見交換が行われた。基本理念案の検討については、「長

久手らしさ」の弱さ、「学ぶ」ことだけでなく「楽しさ」や「居場所」の視点、インクルーシ

ブ（誰もが共に学べる）視点を取り入れることについての指摘を受け、委員の皆さんとさら

に検討を行っている。 

 

 〇第 4 回策定委員会（令和７年 9 月 19 日（金）開催） 

 案として作成されたプランの骨子をもとに、意見交換を行った。「ふらっと」を今回のキー

ワードとしてプランを策定していくことで委員のみなさんが同意した。「ふらっと」に含ま

れるインクルーシブ的な要素や、カフェやサロン的イメージも持って策定していく方向の意

見が多くあった。大学連携も生涯学習の中で可能性を見出す案があった。意見を踏まえ、11

月に開催される市民ワークショップの意見も取り入れて、最終的な構成を調整し、完成を目

指していくことになった。 

 

 

２ これまでの経過とスケジュール（予定） 

令和６年 ８月  第１回策定委員会 

１２月  庁内会議 
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令和７年 １月  第２回策定委員会 

策定業務委託プロポーザルヒアリング 

 ２月  策定業務委託契約（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱） 

 ３月  市民アンケート実施 ※１６歳以上の市民 3,000 人（無作為抽出）対象 

 ４月  アンケート分析 

          庁内連携会議、地域共生推進課打合せ（連携調整） 

 5 月  第３回策定委員会 

8 月  生涯学習・社会教育を学ぶ講座の実施 

    8／2 講演会「これが公民館の最先端」元東京大学教授 牧野篤氏 

     骨子作成 

 ９月   第４回策定委員会 

１１月  11／22 市民ワークショップ開催 

      ・生涯学習について意見吸い上げ・ベース案に反映 

１２月  学童ヒアリング 

社会教育委員会・教育委員会にてベース案を提示 

議長に作成状況の報告（議員には書面報告予定） 

令和８年 １月  パブリックコメント（概要説明会 1／２７予定） 

２月  第５回策定委員会 

３月  教育委員会・社会教育委員会にて承認 

3 月末完成・納品 
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長久手市生涯学習プラン（現時点での概要） 

 

 

１　 生涯学習とは 

ž 生涯学習とは、学校教育に限らないあらゆる学習のことで、一人ひとりが自主的に、必要

な学習を、必要な時期に行うものです。家庭や学校で行われている基礎的、基本的なもの

から、趣味・教養、資格取得、企業内研修、スポーツ活動、レクリエーション活動、芸術・文化

活動、地域づくり活動、国際交流活動、ボランティア活動等も生涯学習に含まれます。 

 

２　 プランの位置づけと期間 

ž 平成 26年 3月の「第２次長久手市生涯学習基本構想」の策定から 10年を経過し、社会や

本市の状況を踏まえ、構想にとどまらず具体的な取組までを計画の対象とした「長久手市

生涯学習プラン」を策定します。 

ž 本プランは、ながくて未来図(第６次長久手市総合計画)を上位計画として、本市の教育、

文化芸術、スポーツ、地域協働、地域福祉をはじめ、関連する多分野の計画との整合を図

っています。 

ž 計画の期間は、令和８年度から 17年度までの 10年間とします。 
 
 
 

３　 基本的な考え方 

ふらっと楽しみ、ふらっと学び、奏で合うまち　長久手 

 

本市では、人と人、人と地域、人と自然、様々なものがつながり、「共生」することで、幸

せが実感できるまちにし、いくつもの幸せな「物語」が、地域のいろいろなところで生まれ

るまちづくりをめざしています。市民一人ひとりが地域に役割と居場所を持ち、関わり合

い、お互いに助け合い支え合える「地域で共生するまち」は、まさに市民の学びや活動に

よる生涯学習が基盤となります。 

生涯学習は楽しく取組むものであり、また、ふと気になったこと、困っていることを何

とかしようとするために学び行動していくことでもあります。そして、学んだことを教え合

うことにより、出会いの機会が生まれ、人と人がつながるきっかけとなります。さらに、生

涯学習は人生を豊かにし、一人ひとりが輝くものとなります。 

このような学びや活動を広げていくために、「ふらっと楽しみ、ふらっと学び、奏で合う

まち　長久手」を基本理念に、市は市民が気軽に学びや活動につながっていく機会をつく

るとともに、一人ひとりの関心や興味に応じた「やってみたい」ことの実現を応援します。

そして、様々な学びや活動が結びつき、奏で合う、楽しく・暮らしやすいまちをめざします。 
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４　 施策の展開 

　　　  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み例 

 l ふらっと訪れる場所をつくるための工夫として、公共施設におけるフリースペースの確保

や、オープンスペースを活用したイベント開催などに取り組みます。 

l 学びのきっかけをつくる機会として、『ながくて・学び・アイ講座」や『アートスクール』などの

初心者向けの講座・教室を継続して開催します。 

l 市内の様々な施設に生涯学習的な機能を有した施設があることなどを踏まえ、既存施設の

在り方の見直し、生涯学習施設の機能充実を図っていきます。

ふらっと楽しみ、
ふらっと学び、
奏で合うまち　
長久手

ふらっと訪れる場所を
つくる

居場所づくりの支援

各生涯学習施設での居場所づ
くりの工夫

学びや活動のきっかけ
をつくる

生涯学習情報の提供

初心者向けの講座・教室

まちやオープンスペースの活用

だれもが参加できるよう
に工夫する

高齢者の社会参加を支援

障害者の学習や活動を支援

外国人市民の学びや活動を支援

学びや活動費用の軽減

長久手の魅力を磨く

芸術と文化財

まちと自然

学びを活かす（学びを分
かち合う）

学びを支える人材や活動の育
成・配置

ボランティアの募集・コーディネ
ート
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I. 長久手市生涯学習プランの策定にあたって 

 

 

１　 生涯学習とは 

生涯学習とは、学校教育に限らないあらゆる学習のことで、一人ひとりが自主的に、必

要な学習を、必要な時期に行うものです。家庭や学校で行われている基礎的、基本的なも

のから、趣味・教養、資格取得、企業内研修、スポーツ活動、レクリエーション活動、芸術・文

化活動、地域づくり活動、国際交流活動、ボランティア活動等も生涯学習に含まれます。 

一人ひとりが自ら進んで学習することにより、社会の変化に主体的に対応し、生涯にわ

たって生きがいのある生活を送ることができるとともに、その学習成果を地域活動に活

かすことにより、地域全体の活性化に役立てることもできます。生涯学習は、自らの豊か

な生活や自己実現のために行う学習活動であるとともに、市民参加や市民同士の交流の

場としての役割も担うものといえます。 

 

２　 国や県の動向 

国は、令和５年６月に「第４期教育振興基本計画」を閣議決定し、「生涯学び、活躍できる

環境整備」（政策８）、「地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進」（政策１０）などに

取り組んでいます。また、中央教育審議会生涯学習分科会において、リカレント教育や、地

域コミュニティを支える社会教育人材のあり方について、検討が行われています。 

愛知県では、令和５年３月に、「第３期愛知県生涯学習推進計画」を策定しています。基

本理念を「自己を高め、地域とつながり、未来を築く生涯学習社会」とし、４つの施策の柱

をもとに、各施策が展開されています。 

 

第３期愛知県生涯学習推進計画 

 

 計画期間 令和５年度から９年度
 基本理念 自己を高め、地域とつながり、未来を築く生涯学習社会
 県の生涯学習 

施策の展開
１ 自己を高め、豊かに生きる生涯学習 
・学校教育、健康づくり・スポーツ活動、文化芸術、職業能力 など 
２ 人をつなぎ、地域をつくる生涯学習 
・地域学校協働活動、高齢期の学びと社会参加、家庭教育 など 
３ 未来を築く生涯学習 
・環境、人権、男女共同参画、多文化共生、共生社会 など 
４ 生涯学習推進体制づくり 
・生涯学習推進体制、学習情報、相談体制、関連施設
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３　 プランの位置づけと期間 

市では、生涯学習の推進・充実のため、平成 15年 3月に「長久手町生涯学習基本構想」、

平成 26年 3月に「第２次長久手市生涯学習基本構想」（以下、「第２次基本構想」と略す）を

策定し、生涯学習の推進に取り組んできました。第２次基本構想の策定から 10年を経過し、

VUCA（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性）といった将来の予測が困難な時代の到来、情報

環境の変化、グローバル化のさらなる進展、少子高齢社会の一層の進展、貧困と格差の問

題、社会のつながりの希薄化など、生涯学習をとりまく社会の情勢が大きく変化していま

す。このような社会や本市の状況を踏まえ、構想にとどまらず具体的な取組までを計画の

対象とした「長久手市生涯学習プラン」を策定しました。 

本プランは、ながくて未来図(第６次長久手市総合計画)を上位計画として、本市の教育、

文化芸術、スポーツ、地域協働、地域福祉をはじめ、関連する多分野の計画との整合を図

っています。 

計画の期間は、令和８年度から 17年度までの 10年間とします。ただし、期間内であって

も、社会情勢や市民の学習活動状況の大きな変化がある場合、必要に応じて見直しを行

うものとします。 

 

〇計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇計画期間 

 

 

 Ｒ８ ９ 10 １１ 12 13 14 15 １6 17

  

 

 

 第３次計画

市の分野別計画 

文化芸術、スポー
ツ 、教育、地域協
働、地域福祉等第３期愛知県生涯

学習推進計画

第６次長久手市総合計画

長久手市 

生涯学習プラン

第４期教育振興基本

計画
国

県

長久手市教育振興基本計画
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II. 基本的な考え方 

 

 

ふらっと楽しみ、ふらっと学び、奏で合うまち　長久手 

 

本市では、人と人、人と地域、人と自然、様々なものがつながり、「共生」することで、

幸せが実感できるまちにし、いくつもの幸せな「物語」が、地域のいろいろなところで

生まれるまちづくりをめざしています。市民一人ひとりが地域に役割と居場所を持ち、

関わり合い、お互いに助け合い支え合える「地域で共生するまち」は、まさに市民の学

びや活動による生涯学習が基盤となります。 

生涯学習は楽しく取組むものであり、また、ふと気になったこと、困っていることを

何とかしようとするために学び行動していくことでもあります。そして、学んだことを

教え合うことにより、出会いの機会が生まれ、人と人がつながるきっかけとなります。

さらに、生涯学習は人生を豊かにし、一人ひとりが輝くものとなります。 

このような学びや活動を広げていくために、「ふらっと楽しみ、ふらっと学び、奏で

合うまち　長久手」を基本理念に、市は市民が気軽に学びや活動につながっていく機

会をつくるとともに、一人ひとりの関心や興味に応じた「やってみたい」ことの実現を

応援します。そして、様々な学びや活動が結びつき、奏で合う、楽しく・暮らしやすいま

ちをめざします。 
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III. 施策の展開 

 

 

　　　基本理念　　　　　　 　　　　重点政策　　　　　  　　　　主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふらっと楽しみ、
ふらっと学び、奏
で合うまち　長久

手

ふらっと訪れる場所を
つくる

居場所づくりの支援

各生涯学習施設での居場所づ
くりの工夫

学びや活動のきっかけ
をつくる

生涯学習情報の提供

初心者向けの講座・教室

まちやオープンスペースの活用

だれもが参加できるよう
に工夫する

高齢者の社会参加を支援

障害者の学習や活動を支援

外国人市民の学びや活動を支援

学びや活動費用の軽減

長久手の魅力を磨く

芸術と文化財

まちと自然

学びを活かす（学びを分
かち合う）

学びを支える人材や活動の育
成・配置

ボランティアの募集・コーディネ
ート
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【１】ふらっと訪れる場所をつくる　 
 

○施策の方向性 

 

○現状と課題 

核家族化や単身世帯の増加、家族・地域・職場におけるつながりの変化、健康問題や生

活困窮などにより、現代では社会的な孤立がうまれやすい状況になっています。さらに、

本市では、転出入が多く、職場や学校が市外にある市民も多く、地域のつながりが希薄に

なりやすいことが課題となっています。 

市民への生涯学習アンケートで、生涯学習施設で「利用したい」と思う施設機能を尋ね

たところ、「ふらっと立ち寄れるカフェやフリースペース」にもっとも多くの回答が集まりま

した。家庭・職場・学校以外に、安心して自分らしくいられる場所、リラックスして過ごすこ

とができる場所となる居場所が求められています。 

このような地域や公共施設などにおける居場所には、新たな学びや活動のきっかけと

なり、多様な人とのつながりをつくっていく機能があり、生涯学習施策の第一歩となりま

す。 

なお、市民意識調査においては、隣近所とのつきあいについて「顔見知りではありたい

が、ほどほどがよい」など、ゆるやかなつながりを望む傾向があり、居場所づくりにおいて

も、気軽さ、負担感への配慮、多様性への尊重などが求められています。 

一方で、市内の生涯学習関連施設では、利用者が少なかったり、限られているなど、十

分にその機能が発揮できていないことが課題です。誰もが地域の中でそれぞれに居場所

をみつけることができるまちづくりに取り組むことが必要です。 

 

・地域の自宅以外の居場所（集える場所、行きつけのお店など） 

 

資料：令和 4年度市民意識調査  

12.4% 29.3% 14.3% 20.2% 23.4% 0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある まあある どちらともいえない あまりない ない 無回答

 
市内の公共施設を、市民が気軽に利用でき、お気に入りの場所になるように、居場所機

能の充実を図ります。
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・「利用したい」と思う施設機能 

 

資料：長久手市生涯学習に関するアンケート調査（令和６年度） 

 

・いこいの場等としての利用状況（３年以内） 

 

資料：長久手市生涯学習に関するアンケート調査（令和６年度）  

65.1%

34.5%

32.9%

23.1%

20.2%

18.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ふらっと立ち寄れるカフェやフリースペース

飲食可能な多目的室（親睦会・イベント利用）

コワーキング的に使えるスペース

（Wi-Fi、電源など完備）

市内の学習や活動についての情報提供・

相談の場

様々な人と交流することができる場

小中学生の学習支援、若者の居場所づくり

22.9%

14.1%

7.9%

6.6%

5.6%

1.3%

1.2%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

中央図書館

文化の家

共生ステーション（西・市が洞・南・北小校区）

リニモテラス公益施設

福祉の家

公民館（市役所西庁舎3階）

まちづくりセンター

交流プラザ
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居場所について（委員の声） 

集える場所がないこと（特に夜）、飲みに行く場所がないことが、まちの課題ではないか。

市民イベントが少ない、飲みに行くには藤が丘まで行かなければいけないなど、人が集ま

れる機会や場所が少ない。ｅスポーツ、麻雀、居酒屋スナック、ノンアルカフェなどは魅力的

なキーワードでないか。 

 

市内の公共施設への評価（生涯学習アンケートより） 

評価 

· 開放的なスペースがあり、色々な方(学生から大人まで)が利用しているため、気負い

せずに利用できる。 

· 入りやすい雰囲気、静か、明るい、適度な温度、イベントの掲示が分かりやすい、子ど

も目線の塗り絵やスタンプがある。 

課題 

· 気軽に利用していいのか実際のところも雰囲気がも分からない。 

· 毎回特定の団体が人だけが使っているイメージ。 

· 利用手続きが面倒。 
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【２】学びや活動のきっかけをつくる 
 

○施策の方向性 

 

○現状と課題 

人生 100年時代を見据えると、その間に社会は大きく変化していきます。このため、人

生のそれぞれの場面やライフステージに応じて、新しい知識や経験を習得し、学んでいくこ

とが求められています。また、長い人生をより充実したものとするには、生きがい、やりが

いを見つけ、それに関する学習や活動を行うことが大切になります。 

生涯学習アンケートでは、「新たにやっていみたい、または、より力を入れたい学習や活

動がある」と約９割の市民が回答しています。その内容は、スポーツや健康づくりをはじめ、

文化・芸術活動、情報機器の活用、キャリアアップ、家庭生活、語学学習など多岐にわたっ

ています。 

一方、学習や活動への障害になっていることとしては、「忙しくて時間がない」「きっかけ

がつかめない」「お金がかかる」など回答が多くみられます。また、年代やライフステージに

よってニーズに特徴があります。 

このため、生涯学習施策の企画においては、対象となる市民を明確にし、実施する時間

帯やオンラインの活用など時間的な制約を踏まえた工夫が求められています。また、学習

や活動をしていない市民や、きっかけがつかめない市民を対象に、気軽に情報が収集でき、

小さな行動から始めることができる機会などをつくっていくことが求められます。 

 

・今後、新たにやってみたい、または、より力を入れたい学習や活動 

 
資料：長久手市生涯学習に関するアンケート調査（令和６年度）、回答率２割以上の項目を掲載

44.1%

27.4%

23.3%

22.7%

22.0%

21.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

スポーツや健康づくり（ウォーキング、

体操、球技、スポーツ指導など）

文化・芸術活動（音楽、絵画、舞台、

華道、工芸、写真など）

パソコン・スマホ・AI・ICTの活用方法

資格取得などのキャリアアップの学び

家庭生活（料理、編み物、日曜大工、

園芸、家庭菜園など）

語学学習(英会話、日本語サポート など）

 
市民のライフステージや関心の度合いをふまえて、講座の内容、時間帯、費用などに工

夫や配慮をして、学びや活動のきっかけをつくります。
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・学習や活動への障害になっていること（年代別） 

資料：長久手市生涯学習に関するアンケート調査（令和６年度） 
＊　60～69歳の２項目は同率 

 

 

 第１位 第２位

 16～19歳 忙しくて時間がない きっかけがつかめない

 20～29歳 忙しくて時間がない 情報が見つけられない

 30～39歳 忙しくて時間がない お金がかかる

 40～49歳 忙しくて時間がない お金がかかる

 50～59歳 忙しくて時間がない 講座や活動などの時間帯が合わ

ない

 60～69歳 講座や活動などの時間帯が合わない、きっかけがつかめない*

 70歳以上 きっかけがつかめない 忙しくて時間がない
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【３】だれもが参加できるように工夫する 
 

○施策の方向性 

 

○現状と課題 

年齢、病気や障害、所得、国籍などにかかわらず、だれもが学習や活動に気軽に参加し、

学んでいく環境をつくることが課題となっています。 

年代別でみると、高齢者の社会参加は、健康や介護予防に効果があり、学習や活動を続

けていくことができる支援が求められます。また、本市に多い学生や子育て世代など、本

市での生活経験が少ない人への工夫や配慮が必要です。 

また、障害者差別解消法等が制定され、生涯学習事業や講座等の内容を合理的配慮の

観点から見直すなど、障害の有無にかかわらず共に学ぶ場を増やしていくことが求められ

ています。 

本市で暮らす外国人市民は増加傾向にあり、ともに理解し合い、地域の一員として活躍

していくことを視野に入れた生涯学習施策が求められています。 

  

・在宅の後期高齢者の会・グループ等への参加状況（月に１回以上参加している人の割合） 

資料：長久手市「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和４年調査） 

 

・障害者の生涯学習の推進方策について（通知） 

資料：文部科学省通知（令和元年７月） 

 

 

 

 
年齢、病気や障害、所得、国籍などにかかわらず、だれもが学習や活動に気軽に参加し、

学んでいくことができる環境をつくります。

 
趣味関係のグループ     29.3％ 
学習・教養サークル      8.5％ 
サロンなど介護予防のための通いの場  10.0％

 
都道府県，市町村に期待される取組（概要） 
１．障害者の多様な学習活動の充実 
２．障害の有無にかかわらず共に学ぶ場づくり 
３．障害に関する理解促進 
４．障害者の学びの場づくりの担い手の育成 
５．障害者の学びを推進するための基盤の整備
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【４】長久手の魅力を磨く 

 
○施策の方向性 

 

○現状と課題 

本市では、文化芸術・大学・歴史・自然・市民主体のまちづくりなどの様々な特色を持っ

ています。このようなまちの魅力は、市民の地域への愛着をはぐくみ、本市に様々な人を

ひきつけ、地域を元気にしていくエネルギーになります。 

このため、生涯学習において、これらの特色を活用し、その魅力を継承して、さらに磨い

ていくことが求められます。 

市民アンケートでは、このような地域の「宝」を理解する市民は限られており、地域の特

色を市民と共有していくことが必要です。 

 

・本市の特徴 

資料：長久手市第６次総合計画 

 

・自慢したい地域の「宝」（風景や産物、文化、行事等）はありますか。 

 

資料：令和 4年度市民意識調査  

8.8% 27.4% 29.6% 17.7% 15.5% 1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある まあある どちらともいえない あまりない ない 無回答

 
本市の特徴を市民と共有し、文化芸術・大学・歴史・自然・市民主体のまちづくりなど本

市の特色を活かした事業に取り組みます。

 ・文化の家があり、文化交流活動が盛んである。 
・市内に４つの大学、周辺を含めると 10 の大学があり、学生が多く住んでいる。 
・長久手古戦場や色金山などの多くの史跡が現在も残されている。  
・都市基盤施設が整備された西部の市街地と、東部の豊かな自然が共存している。 
・市の東西を流れる香流川は、貴重な水辺空間として、市民に親しまれている。 
・まちづくりに熱心な市民が、徐々に増えている。 
・地域を取り巻く課題の多様化に対応するため、市民主体のまちづくりを支える市政運
営が動き出している。
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【５】学びを活かす 
 

○施策の方向性 

 

○現状と課題 

学習や活動の中で市民がともに学び、考え、支え合い、一人では乗り越えられない課題

も乗り越えていくことができます。このように、「自分たちの住むまちを、自分たちで良くし

ていこう」という意識を持った地域の担い手を育てていくことが課題となっています。 

生涯学習アンケートでは、困っていること・不安なこととして、「健康・医療」「防犯・防災」

「子育て・子どもの教育」「高齢者・障がい者のケア・介護」などがあげられています。このよ

うな困りごとを「学び」などを通じて解決していくことについて、多くの市民が一定の関心

を持っています。 

なお、経験やスキルを活かして、講師やスタッフ等をやってみたいか?という質問に対し

ては、「すぐにでもやってみたい」との回答は少なく、学びあいや学びを活かす活動を形作

っていくためには、敷居の低い取り組みが必要です。 

 

 

・あなたや家族が困っていること・不安なこと 

 

資料：令和 4年度市民意識調査  

35.1%

29.9%

23.5%

22.9%

14.1%

11.6%

11.2%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

健康・医療

防犯・防災

子育て・子どもの教育

高齢者や障がい者のケア・介護

ICT活用（パソコン・スマホの使い方など）

職場・就職

学校

まちづくり・コミュニティづくり

 
学習活動を通じて市民がともに学び、様々な知識・技能を持った市民が気軽に地域に

関わり、活躍できる学びを分かち合うしくみづくりを推進します。
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・困りごとを「学び」などを通じて解決できることへの興味 

 

 

資料：長久手市生涯学習に関するアンケート調査（令和６年度） 

 

・経験やスキルを活かして、講師やスタッフ等をやってみたいか? 

 

 

資料：長久手市生涯学習に関するアンケート調査（令和６年度） 

 

 

・社会の形成者になる 

資料：第３期愛知県生涯学習推進計画 

 

16.8% 59.2% 11.2% 8.5% 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても興味がある ある程度興味がある あまり興味がない わからない 無回答

3.1%

28.9% 58.2% 9.1% 0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すぐにでもやってみたい
将来的に時間や余裕ができればやりたい
今のところ考えていない
わからない
無回答

 私たちは社会の一員でもあり、何かしらの社会的責任を負っているという意識も必
要です。この責任を果たしていくためにも、学びで得た知識や経験を社会に還元し
ていかなければなりません。 
社会に参加し、社会を担う人間、いわば「社会の形成者になる」ということは、その
人の生きがいや、やりがいに大きな力を与えてくれます。 
学び、実践し、目指す姿を実現できる自分になる。学ぶことがそれだけの営みでな
く、社会の在り方、家庭の在り方、そして自分の在り方を作り出します。 
生涯学び続け、一人一人が学びを通して得た知識や経験を活用し、ともに考え、支え
合い、一人では乗り越えられない課題も乗り越えていくことで、持続可能でよりよい
未来が実現されます。



令和8年度のながくて・学び・アイ講座について

１ ながくて・学び・アイ講座の趣旨

ながくて・学び・アイ講座は、「教えること、学ぶことをそれぞれの立場で学び、学習機会の
提供と講座をとおして、住民相互の交流を図り、生涯学習を推進する事業を行う（ながくて・
学び・アイ講座運営要綱より抜粋）」ことを趣旨として運営している講座です。

２ 令和６年度までのながくて・学び・アイ講座の課題

 ⑴ 講座の成立率が、令和６年度45.83％→講座の成立率が上がらない
 ⑵ ヨガやフラダンス等、講座成立ジャンルに偏りが見られる
 ⑶ 例年同じ講師が制度を利用している

3 令和７年度からの主な変更点とそのねらい

 ⑴ １つの講座における講座回数を最大４回から１回に変更。
  →講師・受講生ともに参加のハードルを下げることで参加層を拡大
 ⑵ 最低開講人数の引き下げ
  →開講率を上げる
 ⑶ 講師向け講習への参加を講師採用条件に追加
  →・講師が広報に必要な知識を得ることで積極的に周知を行う
   ・講師が学び・アイ講座の趣旨を的確に理解することで齟齬をなくす

4 令和７年度の状況

 ⑴ ・講師募集
   申込のあった26名中15名が新規応募であり、14の採用講座すべてが新規講師となった。
   採用講座の内容の重複も発生しなかった。
 ⑵ 開講率

   → 令和7年度10講座中8講座（11月募集分まで） 80％

5 令和8年度からの変更点

 【講座時間の変更】
   これまで要綱上、講座の時間は１回90分と定められていたが、『90分もしくは120分』とし、
   選択できるようにする。
   理由：講師及び受講生のアンケート結果から、『時間が足りなかった』との意見が複数
      挙がった。学び・アイ講座の性質上自己紹介やグループワークの実施を推奨しており、
      それらを実施する場合90分では時間が不足する内容の講座も想定されるため、『90分
      もしくは120分』の選択制とする。

   令和6年度24講座中11講座 45.83％ 

資料７



６ 今後のスケジュール

 ⑴ 講師募集
  １月１４日（水）から２月５日（木）まで（予定）
  郵送または持参。郵送の場合には、２月５日消印有効 
  １月上旬より市ホームページやLINEにて周知開始
  １月号広報へ記事掲載予定

 ⑵ 講師選考会
   ２月下旬開催予定

 ⑶ 第３回社会教育委員会
   ３月下旬開催予定。社会教育委員会での承認のうえ、各講師へ結果を通知
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ながくて・学び・アイ講座講師募集要項 

 

開講可能日

９月６日（日）、９月１６日（水）、１０月１０日（土）、１０月２３日（金）、１１月５日（木）、 

１１月１５日（日）、１１月２４日（火）、１２月１０日（木）、１２月１９日（土）、 

１月１３日（水）、２月１４日（日）、２月２６日（金） 

※上記から希望日を選択していただきます。

 応募資格 満 18 歳以上の方。市内在住・在勤は問いません。

 募集数 14 人（14 講座）程度

 

講座内容

・知識や特技、趣味などを活かした初心者向けの講座で、公民館の設備で実施可能なもの。 

・長久手市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方を対象としたもの。 

※子どものみを対象とした講座は募集しません。 

・受講生が打ち解け、学習の仲間づくりができるよう、講座内で自己紹介や 

ペアワーク・グループワーク等の時間を設けてください。 

・講座成立には、規定人数以上の受講生の応募（研修室は８人、和風会議室及び講義室は 

５人以上）が必要です。 

・魅力的な講座名や内容となるよう工夫をしてください。

 

講師条件

・市が主催する講師向け講習（２～３時間程度、５月開催予定）を受講してください。 

・上記講習受講後から市が指定する期日までに、受講生を募集するためのチラシを作成し、デー

タを提出してください。（データで作成が出来ない場合に限り手描きでも可とする） 

　提出されたチラシデータを元に市で印刷をし、長久手市役所西庁舎はじめ主な市公共施設に、

受講生募集期間に合わせて掲示もしくは設置を行います。

 

開講時間 

・回数

１回の講座は９０分もしくは１２０分とし、次のいずれかとします。 

・午前の講座　　９:３０～１２:００の間の９０分もしくは１２０分 

・午後の講座　１３:００～１７:００の間の９０分もしくは１２０分 

・夜間の講座　１８：００～２０：３０の間の９０分もしくは１２０分　（※日曜日は夜間開催不可） 

 

講座の開講は１回とします。 

・受講生が受講しながら学びを深めていく、カリキュラムを企画してください。 

・講師は、開講時間の 30 分前から会場に入室できます。また、会場予約は講座の終了時 

間から 30 分までとさせていただきます。準備、片付けはそれぞれ 30 分以内に収めてい 

ただきますようお願いします。 

・講座開設日時、会場が重複した場合などは、希望どおりに開講できない場合があります。

 

定 員
指導方法、会場などを検討のうえ、10 人以上の定員を設定してください。 

※ただし、研修室を会場とする講座は、15 人以上とします。
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会場

○長久手市公民館　（長久手市役所西庁舎 3 階）　※別紙配置図も参照ください 

研修室（防音）、講義室、和風会議室のいずれか 

・　楽器の利用は研修室のみ可能です。 

・　公民館には更衣室・託児所はありません。

 

講師謝礼

講座１回５,０００円（交通費、諸税含む)。 

サブ講師は、実技指導などで特に必要があると認められる場合については考慮します。 

（※講座１回１,２００円、交通費含む）。 

なお、サブ講師は、講師が確保してください。 

※ 申込書提出時にその旨をお伝えください。それ以後は受け付けません。 

謝礼は、講座終了後に口座振込とします。 

教材費は、市が実費で受講生から徴収し、講座開始前に講師へ支払います。

 

講座運営

・講座の企画、教材等の準備は、講師が責任を持って行ってください。 

・会場の準備、後片付けは、受講生と協力して行ってください。 

・会場準備は、講座開講時間の 30 分前から行うことができます。 

・講座終了後、講座報告書とアンケートを提出してください。 

・講座日程は、受講生の募集開始後は変更できません。 

・長久手市に、「暴風警報」または「南海トラフ地震臨時情報」が発令される等、不測の事態 

(個人的な理由を除く)により中止となったときは、生涯学習課と相談のうえ別日程での開催を

含めた対応をしてもらうこととなります。なお、新型コロナウイルス等の感染症の影響により、

講座の変更や中止をする場合があります。 

※変更可能期間：令和８年９月 1 日(火)から令和９年２月２８日(日)まで（状況により期間を超

えて調整する場合があります）

 
選考

ながくて・学び・アイ講座選考会において講座内容を選考 

→長久手市生涯学習課(長久手市社会教育委員会)において決定

 

選考基準

別紙選考基準を参考。なお、次のいずれかに該当する場合は、不採用とします。 

（１）　各施設の構造、用途などを考慮していないもの 

また、施設又は付属設備等を毀損する恐れのあるもの 

（２）　物品販売及びあっせん、特定の企業等の利益に資する活動等 

　　　営利活動を目的とするもの 

（３）　特定の政党や政治家の利益に関する活動等、政治活動とみなされるもの 

（４）　特定の宗教の宣伝、布教及び支持を目的とするもの 

（５）　特定の流派、会派、教室、その他組織の勧誘を目的とするもの 

（６）　公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの 

（７）　開講希望日時で開講場所の確保ができないもの 

（８）　受講者の個人情報に関わるような個別の相談となるもの 

（９）　著作権法に違反している教材を使用するもの 

（10） 過去２回以内の講師募集時における開講講座において、誓約違反があったもの 

（11）　（１）～（10）以外で、講座として実施することが望ましくないもの

 

採用の 

可否

３月末～４月上旬を目途に通知します。 

採用となった講師の講座のみ、受講生を募集します。
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受講生 

の募集

講座日２か月前の１日から２０日までが募集期間の予定です。 

広報ながくて、ホームページに掲載します。

 講座の 

中止

講座実施の際に、上記の審査基準（１）～（11）に掲げる事項に該当すると認め 

られた場合は、講座を中止します。

 

申込期間
令和８年１月１４日（水）から令和８年２月５日（木）まで 

※　郵送は２月５日（木）までの消印を有効とします。

 

提出書類

1　講座講師申込書（表･裏） 

２　講座計画書 

３　誓約書 

必要事項を記入し、郵送もしくは文化の家窓口への持参にて申し込みください。 

※　提出された書類は返却しません。必要であればご自身でコピー等をとり、保管してください。

 

提出先

〒480-1166　長久手市野田農 201 番地 

長久手市　生涯学習課　事業係（長久手市文化の家内）　　担当：松崎 

TEL　0561-61-3411（文化の家受付）　FAX　0561-61-2510 

＜電話でのお問い合わせ＞ 

◎受付時間　午前８時３０分から午後５時まで（※月曜休館） 
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公民館では、以下の利用や行為はできません。  

○ 営利目的の利用（＊１）及び宗教・政治活動を目的とした利用  
● 暴力団の活動、暴力団の利益を目的とした利用 
○ 食事を主にしたり、飲食を伴うパーティ等での利用（会議等に伴って発生する軽度の飲食は可）  
● 施設内での調理や飲酒  
○ 火気の使用や危険な行為  
● 施設を汚したり、壊したりする行為 
○ 研修室以外での楽器使用（防音設備が無いため） 

 

 ◎ 盗難等については、使用者自ら十分注意してください。公民館は一切その責任を負いません。 

 ＊１　営利活動の例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件等
 

講師主催での受講料のあるお稽古・教室
受講生主体のサークル活動は可。ただし、責任者と講師が同一

のサークルや、指導者の方の申し込みは不可。

 
物販

商品の販売・展示、実演等による商品の説明会など営利、宣伝

を目的として行う活動は不可。

 
企業のセミナー（有料の場合） 有料の場合は不可。無料かつ営利・営業活動がなければ可。 

企業の採用面接・会社説明会・インターン対応・社内会議・社内

研修等は可。ただし、金銭の授受が発生する場合は不可。

公民館の注意事項について


